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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者用に光デバイスをカスタマイズするために、前記使用者のための光学基板を含む
光デバイスの干渉フィルタリング手段の構成を決定する方法であって、
　１）前記使用者の少なくとも１つの主視線、
　２）前記光学基板と前記使用者の眼との間の距離、及び
　３）前記使用者の前記眼の網膜部位のサイズ
を表す第１セットのパラメータを用意するステップと、
　前記第１セットのパラメータに基づき第１の選択入射角範囲を決定するステップと、
　前記使用者のために、少なくとも部分的に阻止されるべき波長の範囲を特徴付ける第２
セットのパラメータを用意するステップと、
　少なくとも部分的に阻止されるべき入射光の第１の選択波長範囲を前記第２セットのパ
ラメータに基づき決定するステップと、
　第１の選択的干渉フィルタリング手段が前記第１の選択入射角範囲を有するように、前
記光学基板の表面に第１のゾーンを設定し、且つ、第１の除去率において、前記第１のゾ
ーンに入射する前記入射光の前記第１の選択波長範囲の透過を阻止するように前記第１の
選択的干渉フィルタリング手段を設計することにより、前記光デバイスを前記使用者用に
カスタマイズするステップと、
を含み、
　前記第１のゾーンは、前記第１の選択的干渉フィルタリング手段が設けられる領域であ
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り、
　前記第１の選択入射角範囲を決定するステップは、前記使用者の目の網膜部位の縁に到
達する周辺光線の入射角間の全入射角によって、角度の範囲を画定することを含み、
　前記第１セットのパラメータ及び前記第２セットのパラメータは、予め獲得されたもの
であり、
　前記第１セットのパラメータ及び前記第２セットのパラメータの少なくとも１つは、前
記使用者の生理学的パラメータを更に含み、
　前記使用者の生理学的パラメータとは、前記使用者が前記眼の劣化に罹患している、又
は前記眼の劣化から保護されるべきであるかどうかを示すものである
方法。
【請求項２】
　前記第１セットのパラメータは、
　１）前記使用者の前記少なくとも１つの主視線、
　２）前記光学基板と前記使用者の眼との間の前記距離、及び
　３）前記使用者の前記眼の前記網膜部位のサイズ及び前記瞳孔サイズ
を表す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１セットのパラメータ及び前記第２セットのパラメータが、前記使用者の生理学
的パラメータを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記眼の前記劣化は、酸化ストレス型の変性メカニズムに起因する、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項５】
　前記酸化ストレス型の変性メカニズムは、緑内障、糖尿病性網膜症、レーバー遺伝性視
神経症、加齢黄斑変性（ＡＭＤ）、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病に関係す
るものである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　１）前記使用者の少なくとも１つの更なる主視線、
　２）前記光学基板と前記使用者の前記眼との間の前記距離、及び
　３）前記使用者の前記眼の窩を中心とした網膜部位のサイズ
を画定する少なくとも１つの更なる第１セットのパラメータを用意するステップと、
　前記各更なる第１セットのパラメータに対し、各々の選択入射角範囲を前記各々の更な
る第１セットのパラメータに基づき決定するステップと、
　前記使用者のために、少なくとも部分的に阻止されるべき少なくとも１つの更なる波長
範囲を特徴付ける少なくとも１つの更なる第２セットのパラメータを用意するステップと
、
　前記各更なる第２セットのパラメータに対し、少なくとも部分的に阻止されるべき入射
光の各々の選択波長範囲を前記各々の更なる第２セットのパラメータに基づき決定するス
テップと、
　前記各更なる第１セットのパラメータ及び更なる第２セットのパラメータに対し、
　各々の更なる選択的干渉フィルタリング手段が前記各々の選択入射角範囲を有するよう
に、前記光学基板の表面に各々の更なるゾーンを設定し、且つ、各々の更なる除去率にお
いて、前記各々の更なるゾーンに入射する前記入射光の前記各々の選択波長範囲の透過を
阻止するように前記各々の更なる選択的干渉フィルタリング手段を設計することにより、
前記光デバイスを前記使用者用にカスタマイズするステップと、を更に含み、
　前記各々の更なるゾーンは、前記各々の更なる選択的干渉フィルタリング手段が設けら
れる領域である、
請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記各々の選択入射角範囲が前記第１の選択入射角範囲と異なる、請求項６に記載の方
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法。
【請求項８】
　前記各々の選択的波長範囲が前記第１の選択波長範囲と同じである、請求項６又は７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の除去率が、１０％～１００％の範囲内である、請求項１～８のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の除去率が、３０％～１００％の範囲内である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各更なる除去率が前記第１の除去率と異なる、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記光デバイスが光学レンズであり、前記方法が、前記第１のゾーンを着用者の前記光
学レンズの遠見視力部に対応するように、更なるゾーンを着用者の前記光学レンズの近見
視力部に対応するように構成するステップを更に含む、請求項６～１１のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１３】
　入射光の透過を反射、屈折及び回折の少なくとも１つによって阻止するように、各選択
的干渉フィルタリング手段を構成するステップを更に含む、請求項１～１２のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の選択波長範囲が、４３０ｎｍ～４６５ｎｍの範囲内の波長を中心とする、１
０ｎｍ～７０ｎｍの範囲内の帯域幅を有する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記第１の選択波長範囲が、４３０ｎｍ～４６５ｎｍの範囲内の波長を中心とする、１
０ｎｍ～６０ｎｍの範囲内の帯域幅を有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の選択波長範囲が、４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とす
る、２０ｎｍ～６０ｎｍの範囲内の帯域幅を有し、且つ前記第１の除去率が、１０～５０
％の範囲内である、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の選択波長範囲が、４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とす
る、２０ｎｍ～２５ｎｍの範囲内の帯域幅を有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の除去率が、３０～５０％の範囲内である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の選択波長範囲が、４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とす
る、１５ｎｍ～３０ｎｍの範囲内の帯域幅を有し、且つ前記第１の除去率が６０～１００
％の範囲内である、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の選択波長範囲が、４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とす
る、１５ｎｍ～２５ｎｍの範囲内の帯域幅を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の除去率が８０～１００％の範囲内である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記光デバイスが、全可視スペクトル内における可視光線の透過を４０％～９２％の範
囲内の阻止率において阻止するように構成されており、前記第１の選択波長範囲が、４３
５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とする、２５ｎｍ～６０ｎｍの範囲内の
帯域幅を有し、且つ前記第１の除去率が前記第１の選択波長範囲の少なくとも５％の追加
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阻止を提供するように構成される、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記光デバイスが、全可視スペクトル内における可視光線の透過を４０％～９２％の範
囲内の阻止率において阻止するように構成されており、前記第１の選択波長範囲が、４３
５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とする、２５ｎｍ～３５ｎｍの範囲内の
帯域幅を有し、且つ前記第１の除去率が前記第１の選択波長範囲の少なくとも５％の追加
阻止を提供するように構成される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の選択波長範囲が４６５ｎｍ～４９５ｎｍのものである、請求項１～１３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の選択波長範囲が５５０ｎｍ～６６０ｎｍのものである、請求項１～１３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の選択波長範囲が、５９０ｎｍ～６５０ｎｍのものである、請求項１～１３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の選択波長範囲が、６１５ｎｍ～６２５ｎｍのものである、請求項２６に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記第１の選択波長範囲が５６０ｎｍ～６００ｎｍのものである、請求項１～１３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　光学レンズを製造する方法であって、
　未完成の表面と反対側の表面とを有する半完成の光学レンズであって、前記未完成の表
面が凸面及び凹面のうちの１つであり、前記反対側の表面が凸面及び凹面のうちのもう一
方である半完成の光学レンズを用意するステップと、
　使用者の前記光学レンズのための選択的干渉フィルタリング手段の構成を決定するステ
ップと、
　前記未完成の表面を表面仕上げするステップと、
　前記表面のうち１つを前記選択的干渉フィルタリング手段に設けるステップと、
を含み、
　前記選択的干渉フィルタリング手段の構成を決定する前記ステップが請求項１～２８の
いずれか一項に記載の選択的干渉フィルタリング手段の構成を決定する方法を含む、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、光学基板を含む光デバイスに関し、且つそのような光デバイスの使
用に関する。本発明の実施形態は、光デバイスの構成を決定する方法、光デバイスを製造
する方法及び光デバイスの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電磁スペクトルは広い波長範囲が含み、中でもヒトの眼に見える波長はしばしば可視ス
ペクトルと呼ばれ、３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲に及ぶ。可視スペクトルの波長を含む
、電磁スペクトルの一部の波長が有害な作用をもたらす一方で、他の波長が眼に有益な作
用を有することは周知である。可視スペクトルの一部の波長は、非イメージ形成応答（ｎ
ｏｎ－ｉｍａｇｅ－ｆｏｒｍｉｎｇ）（ＮＩＦ）として公知の様々な神経内分泌的、生理
的及び行動的応答を誘発することも周知である。
【０００３】
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　脊椎動物の網膜は眼の内部表面に内張りされた光に敏感な組織である。この組織は脈絡
膜から硝子体液までに４つの主要層、つまり、網膜色素上皮（以下、「ＲＰＥ」と呼ぶ）
と、光受容体層（捍体及び錐体を含む）と、双極細胞及びアマクリン細胞を有する内顆粒
層と、最後に、いくらかの本質的に感光性の神経節細胞（網膜神経節細胞の１％（以下、
「ＲＧＣ」と呼ぶ））を含む神経節細胞層とを有する。この最後の細胞のタイプは概日リ
ズムの光同調（生物リズム）及び瞳孔機能にとって重要である。
【０００４】
　神経信号は捍体及び錐体において開始し、網膜の他のニューロンによる複雑な処理を経
る。この処理による出力は網膜神経節細胞の活動電位の形態をとる。網膜神経節細胞の軸
索は視神経を形成する。視覚認知のいくつかの重要な特徴は網膜の符号化（ｒｅｔｉｎａ
ｌ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ）及び光の処理に帰結しうる。
【０００５】
　光生物学は光の生物学的効果の研究であり、電磁スペクトルの一部が、視覚認知及び概
日リズム機能を含む良好な健康のために有益な作用を提供することが証明されている。し
かしながら、眼を紫外（ＵＶ）線などの有害な放射から保護する重要性も証明されている
。可視光線は、通常の日常の強度のものであっても、網膜の損傷を引き起こすおそれや、
加齢黄斑変性（ＡＭＤ）などの初期及び後期加齢黄斑症（ＡＲＭ）の発症に寄与するおそ
れがある。一部の疫学的研究においては、日光への曝露のレベルがＡＭＤの発症に関連し
ている可能性があることが指摘されている。Ｔｏｍａｎｙ　ＳＣ　ｅｔ　ａｌ．Ｓｕｎｌ
ｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｔｈｅ　１０－Ｙｅａｒ　Ｉｎｃｉｄｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｇｅ－Ｒｅ
ｌａｔｅｄ　Ｍａｃｕｌｏｐａｔｈｙ．Ｔｈｅ　Ｂｅａｖｅｒ　Ｄａｍ　Ｅｙｅ　Ｓｔｕ
ｄｙ．Ａｒｃｈ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．２００４；１２２：７５０－７５７。
【０００６】
　他の病状は光への曝露に関連する。例えば、概日リズムにおけるメラトニンの生成は光
への曝露によって調整されることが知られている。その結果、環境における特定の光変更
（ｌｉｇｈｔ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）が体の生体時計の同期化に影響する可能性が
ある。片頭痛は視覚系の光刺激への異常な不耐性である羞明に関連し、てんかんは光の存
在によって影響されうる。
【０００７】
　低選択性によって有害なＵＶ放射を遮断する眼科用デバイスが広く使用されている。例
えば、サングラスは眼をＵＶＡ線及びＵＶＢ線の有害な作用から保護することによって日
光からの保護を提供するように設計されている。ＵＶフィルタを備えた眼球内レンズ（Ｉ
ＯＬ）が１９９０年代に導入され、これらは主に、結晶レンズに取って代わる白内障手術
後のインプラントとなっている。
【０００８】
　本発明は上記を勘案し考案されたものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様により、使用者のための光学基板を含む光デバイスの干渉フィルタ
リング手段の構成を決定する方法を提供する。方法は、使用者の少なくとも１つの主視線
、光学基板と使用者の眼との間の距離、使用者の眼の網膜部位のサイズ及び／又は瞳孔サ
イズを表す第１セットのパラメータを用意するステップと、第１セットのパラメータに基
づき第１の選択入射角範囲を決定するステップと、使用者のために、少なくとも部分的に
阻止されるべき波長の範囲を特徴付ける第２セットのパラメータを用意するステップと、
少なくとも部分的に阻止されるべき入射光の第１の選択波長範囲を第２セットのパラメー
タに基づき決定するステップと、第１の選択的干渉フィルタリング手段及び光学基板の表
面の第１のゾーンを第１の選択入射角範囲及び第１の選択波長範囲に基づき構成するステ
ップであって、第１の選択的干渉フィルタリング手段が、第１の選択入射角範囲内の第１
のゾーンに入射する入射光の第１の選択波長範囲の透過を第１の除去率において阻止する
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ように動作可能であるように構成するステップと、を含む。
【００１０】
　この手法において、光デバイスを１人又は複数の使用者及び想定される利用に合わせて
作製してもよい。光デバイスには、したがって、選択したスペクトル帯域内の入射光の透
過の選択的阻止を提供し、且つ非平行化された入射光が光学基板の画定された幾何学的ゾ
ーンに到達すると得られるスペクトル応答のより良好な制御を確実とするように構成され
た選択的干渉フィルタリング手段が設けられる。干渉フィルタの角感度は、まず、フィル
タの設計のために、固有の入射角のみならず、入射角のコーンと称される、決定入射角範
囲を検討することにより考慮に入れられる。
【００１１】
　設計された干渉フィルタリング手段によって提供される角感度の選択性及び制御は、色
彩認知の歪み、暗所視の混乱を最小にし、且つ眼の非視覚機能への影響を制限する。加え
て、青色光の広域ロングパス吸収フィルタによって提供される帯黄効果を回避することが
できる。
【００１２】
　一実施形態においては、第１セットのパラメータ及び／又は第２セットのパラメータは
、使用者が眼の劣化に罹患している、又は眼の劣化から保護されるべきであるかどうかな
どの使用者の生理学的パラメータを更に含む。
【００１３】
　光デバイスは使用者の予防ニーズのレベルに応じて設計してもよく、患者が罹患してい
る特定の１つ若しくは複数の疾患及び／又は１つ若しくは複数の疾患のステージのために
構成してもよい。
【００１４】
　例えば、眼の劣化は、特に、緑内障、糖尿病性網膜症、レーバー遺伝性視神経症、加齢
黄斑変性（ＡＭＤ）、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病などの変性過程に起因
するものであってもよい。
【００１５】
選択的干渉フィルタリング手段は、使用者が罹患している１つ若しくは複数の疾患又は１
つ若しくは複数ののステージに応じて適応させてもよい。例えば、保護されるべき網膜の
部位は疾患のステージに応じて変化してもよい。したがって、光学基板の表面上の入射角
範囲はそれに応じて構成してもよい。進行性ＡＭＤの場合、窩を中心とする２５°の角度
コーンが疾患によって損傷されうることを臨床的データは示している。
【００１６】
　本発明の１つの特定実施形態においては、方法は、使用者の少なくとも１つの更なる主
視線、光学基板と使用者の眼との間の距離、使用者の眼の窩を中心とした網膜部位のサイ
ズ及び／又は使用者の眼の瞳孔サイズを画定する少なくとも１つの更なる第１セットのパ
ラメータを用意するステップと、この又は各更なる第１セットのパラメータに対し、各々
の選択入射角範囲を各々の更なる第１セットのパラメータに基づき決定するステップと、
使用者のために、少なくとも部分的に阻止されるべき少なくとも１つの更なる波長範囲を
特徴付ける少なくとも１つの更なる第２セットのパラメータを用意するステップと、この
又は各更なる第２セットのパラメータに対し、少なくとも部分的に阻止されるべき入射光
の各々の選択波長範囲を各々の更なる第２セットのパラメータに基づき決定するステップ
と、この又は各更なる第１セットのパラメータ及び更なる第２セットのパラメータに対し
、各々の更なる選択的干渉フィルタリング手段及び光学基板の表面の各々の更なるゾーン
を各々の選択入射角範囲及び各々の選択波長範囲に基づき構成するステップであって、各
々の更なる選択的干渉フィルタリング手段が、各々の選択入射角範囲内において各々の更
なるゾーンに入射する入射光の各々の選択波長範囲の透過を各々の更なる除去率において
阻止するように動作可能であるように構成するステップと、を含む。
【００１７】
　この手法において、光学基板の複数のゾーンは、視線及び使用者の要求に応じて構成し
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てもよい。
【００１８】
　一実施形態においては、この又は各それぞれの選択入射角範囲は第１の選択入射角範囲
と異なる。この又は各それぞれの選択的波長範囲は第１の選択波長範囲と実質的に同じで
あってもよい。この手法において、幾何学的ゾーンに応じた異なる入射角コーンは、入射
角と準独立的に、光学基板の表面上に同じ、制御されたスペクトル応答を提供するように
構成されうる。
【００１９】
　一実施形態においては、第１の除去率は、１０％～１００％、好ましくは、３０％～１
００％の範囲内である。デバイスは、したがって、使用者及び想定される用途に合わせて
構成してもよい。
【００２０】
　各更なる除去率は第１の除去率と異なるように構成してもよい。例えば、除去率は光学
基板の略中心からのゾーンの距離が増加するにつれて減少してもよい。この手法において
、色彩認知の歪みが最小化されてもよい。
【００２１】
　一実施形態においては、光デバイスは光学レンズであり、方法は、第１のゾーンを着用
者の光学レンズの遠見視力部に対応するように、更なるゾーンを着用者の光学レンズの近
見視力部に対応するように構成するステップを含む。
【００２２】
　一実施形態においては、方法は、入射光の透過を反射、屈折及び回折の少なくとも１つ
によって阻止するように、この又は各選択的干渉フィルタリング手段を構成するステップ
を含む。
【００２３】
　一実施形態においては、第１の選択波長範囲は、実質的に４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は
４６０ｎｍの波長を中心とする、２０ｎｍ６０ｎｍ、好ましくは、２０ｎｍ～２５ｎｍの
範囲内の帯域幅を有し、第１の除去率は、１０～５０％、好ましくは、３０～５０％の範
囲内である。
【００２４】
　これは、細胞モデルにおける本発明者の革新的研究により、ＡＭＤ、スタルガルド病、
網膜色素変性、ベスト病、緑内障、糖尿病性網膜症又はレーバー遺伝性視神経症などの網
膜疾患に有害であることが示された波長の選択的フィルタリングを可能にする。
【００２５】
　実際、本発明者は、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性、ベスト病の一次細胞モデ
ルを使用してＲＰＥ細胞における光毒性を調べる際に、約４３５ｎｍを中心とする可視光
線の波長の光がＲＰＥ細胞に有毒であること発見した。実験的検討においては、４１５ｎ
ｍ～４５５ｎｍに及ぶ光の１０ｎｍ帯域幅においてＲＰＥ細胞への毒性が実証された。驚
くべきことに、緑内障及び糖尿病性網膜症で変性した網膜神経節細胞を光に曝露した場合
、それらは４６０ｎｍを中心とする光によって変性することが判明し、最大毒性は４４５
ｎｍ～４７５ｎｍにおいて認められた。例証的な実験的検討は、１０ｎｍの帯域幅を有す
る光を使用して実施した。結果として、本発明の１つ又は複数の実施形態は、考えられる
病状に応じて、４３５ｎｍ及び／又は４６０ｎｍを中心とする光の目標波長帯域を遮断す
るための光デバイスを提供してもよい。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、提案した光デバイスは、狭帯域幅を有する可視光線の目標波
長帯域を特に遮断するように構成してもよい。それらは、網膜疾患（ＡＭＤ、スタルガル
ド病、網膜色素変性、ベスト病、緑内障、糖尿病性網膜症、レーバー遺伝性視神経症）と
みなされる場合の予防的又は治療的用途を有してもよい。
【００２７】
　光の狭帯域のフィルタリングは、色覚の障害の作用、暗所視への影響、及び概日リズム
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の混乱の可能性を最小化することを可能にする。
【００２８】
　選択的干渉フィルタ手段は、例えば、約４３５ｎｍの波長を中心とする波長の狭帯域の
光を選択的に阻止するように構成してもよい。この波長範囲は、ＡＭＤの一次細胞モデル
を使用してＲＰＥの光毒性を調べる際に本発明者により実施された革新的研究によって、
ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性、ベスト病などの疾患に最大の毒性を呈すること
が示されている。
【００２９】
　別の例では、選択的干渉フィルタリング手段は、例えば、約４６０ｎｍの波長を中心と
する波長の狭帯域の光を選択的に阻止するように構成してもよい。この波長範囲は、緑内
障の一次細胞モデルを使用してＲＧＣの光毒性を調べる際に本発明者により実施された革
新的研究によって、緑内障、糖尿病性網膜症、レーバー遺伝性視神経症などの疾患に対し
て最大の毒性を呈することが示されている。
【００３０】
　別の例では、選択的干渉フィルタリング手段は、例えば、約４４５ｎｍの波長を中心と
する波長のより広帯域の光を選択的に阻止するように構成してもよく、それによって、Ｒ
ＰＥ及びＲＧＣ細胞デルにおける研究において、緑内障、糖尿病性網膜症、レーバー遺伝
性視神経症、加齢黄斑変性（ＡＭＤ）、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病など
の疾患の進行に有毒であることが示された光をフィルタリングする。
【００３１】
　更に、選択的干渉フィルタリング手段は、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性又は
ベスト病の進行に有害であることが細胞モデル研究によって示されている約４３５ｎｍの
波長を中心とする波長の狭帯域の光、及び細胞モデル研究によって緑内障、レーバー遺伝
性視神経症又は糖尿病性網膜症の経過に有害であることが示されている約４６０ｎｍの波
長を中心とする波長の狭帯域の光を選択的に阻止するためのデュアルバンドフィルタとし
て構成してもよい。この実施形態は、選択性の増加を提供し、それによって、色覚の歪み
及び暗所視の混乱を制限する。
【００３２】
　別の実施形態においては、第１の選択波長範囲は、実質的に４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又
は４６０ｎｍの波長を中心とする、１５ｎｍ～３０ｎｍ、好ましくは、１５ｎｍ～２５ｎ
ｍの範囲内の帯域幅を有し、第１の除去率は６０～１００％、好ましくは、８０～１００
％の範囲内である。増加した除去率は、特に、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性、
ベスト病、緑内障、レーバー遺伝性視神経症又は糖尿病性網膜症などの疾患に罹患してい
る者に対して強化された保護を提供し、疾患の進行を遅らせる。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、光デバイスは、全可視スペクトルにおける光の透過を阻止す
るという追加機能を提供するように構成されてもよい。一実施形態においては、光デバイ
スは、全可視スペクトル内における可視光線の透過を４０％～９２％の範囲内の阻止率に
おいて阻止するように構成されている。１つのそのような実施形態では、第１の選択波長
範囲は、実質的に４３５ｎｍ、４４５ｎｍ又は４６０ｎｍの波長を中心とする、２５ｎｍ
～６０ｎｍ、好ましくは、２５ｎｍ～３５ｎｍの範囲内の帯域幅を有し、第１の除去率は
第１の選択波長範囲の少なくとも５％の追加阻止を提供するように構成されている。５％
の追加阻止とは、全可視スペクトルにおける阻止率に対する追加である。
【００３４】
　このような構成は、例えば、第１の選択波長範囲内の有毒な光の、使用者の眼への透過
を防止する日光からの保護において使用してもよい。
【００３５】
　一実施形態においては、光デバイスは、第１の選択波長範囲が４６５ｎｍ～４９５ｎｍ
のものであるように構成される。したがって、デバイスは、光誘発性の睡眠障害に罹患し
ている使用者の眼の少なくとも一部の保護において使用してもよい。
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【００３６】
　別の実施形態においては、光デバイスは、第１の選択波長範囲が５５０ｎｍ～６６０ｎ
ｍのものであるように構成される。したがって、デバイスは、色覚障害に罹患している使
用者の眼の少なくとも一部の保護において使用してもよい。
【００３７】
　別の実施形態においては、光デバイスは、第１の選択波長範囲が、５９０ｎｍ～６５０
ｎｍ、好ましくは、６１５ｎｍ～６２５ｎｍのものであるように構成される。したがって
、デバイスは、片頭痛に罹患している使用者の眼の少なくとも一部の保護において使用し
てもよい。
【００３８】
　別の実施形態においては、光デバイスは、第１の選択波長範囲が５６０ｎｍ～６００ｎ
ｍのものであるように構成される。したがって、デバイスは、てんかんに罹患している使
用者の眼の少なくとも一部の保護において使用してもよい。
【００３９】
　本発明の更なる態様は、光学レンズを製造する方法を提供する。方法は、未完成の表面
と反対側の表面とを有する半完成の光学レンズであって、未完成の表面が凸面及び凹面の
うちの１つであり、反対側の表面が凸面及び凹面のうちのもう一方である半完成の光学レ
ンズを用意するステップと、使用者の光学レンズのための選択的干渉フィルタリング手段
の構成を決定するステップと、未完成の表面を表面仕上げするステップと、表面のうち１
つを選択的干渉フィルタリング手段に設けるステップと、を含み、選択的干渉フィルタリ
ング手段の構成を決定するステップが、使用者の少なくとも１つの主視線、光学基板と使
用者の眼との間の距離、使用者の眼の網膜部位のサイズ及び／又は瞳孔サイズを表す第１
セットのパラメータを用意するステップと、第１セットのパラメータに基づき第１の選択
入射角範囲を決定するステップと、使用者のために、少なくとも部分的に阻止されるべき
波長の範囲を特徴付ける第２セットのパラメータを用意するステップと、少なくとも部分
的に阻止されるべき入射光の第１の選択波長範囲を第２セットのパラメータに基づき決定
するステップと、第１の選択的干渉フィルタリング手段及び光学基板の表面の第１のゾー
ンを第１の選択入射角範囲及び第１の選択波長範囲に基づき構成するステップであって、
第１の選択的干渉フィルタリング手段が、第１の選択入射角範囲内の第１のゾーンに入射
する入射光の第１の選択波長範囲の透過を第１の除去率において阻止するように動作可能
であるように構成するステップと、を含む、選択的干渉フィルタリング手段の構成を決定
する方法を含む。
【００４０】
　方法のステップは任意の適切な順序で実施してもよいことは理解されよう。例えば、未
完成の表面は表面のうち１つが選択的干渉フィルタリング手段に設けられる前又は後に表
面仕上げされてもよい。好ましくは、未完成の表面は選択的干渉フィルタリング手段の提
供前に表面仕上げされる。
【００４１】
　本発明の文脈においては、光デバイスという用語は、眼科用レンズ、コンタクトレンズ
、眼球内レンズ（ＩＯＬ）等のような、光学基板を含む光学レンズを含む。この用語は、
また、例えば、窓、自動車用及び航空機用ウインドシールド、フィルム、眼用器械、コン
ピュータモニタ、テレビスクリーン、マルチメディアディスプレイスクリーン、照明看板
、光投射器及び光源等のような光学基板を有する他の光デバイスを含む。本発明の文脈に
おいては、「眼科用レンズ」とは、矯正及び非矯正レンズ、並びにまた、眼の前方に着用
されることを意図したマスク及び他の視覚デバイスを意味する。眼科用レンズは、特定の
機能、例えば、太陽光反射、反射防止、汚れ防止、研磨防止などを含みうる。
【００４２】
　本発明による方法のいくつかの一部はコンピュータにより実施してもよい。そのような
方法は、プログラム可能な装置上のソフトウェアにおいて実施してもよい。それらは、ま
た、ハードウェア又はソフトウェア単独で、又はそれらの組み合わせにおいて実施しても
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よい。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施形態はソフトウェアにおいて実施されうるため、本発明は、プ
ログラム可能な装置に提供するための、任意の適切な搬送媒体（ｃａｒｒｉｅｒ　ｍｅｄ
ｉｕｍ）上のコンピュータ可読コードとして具現化されうる。有形の搬送媒体には、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、磁気テープデバ
イス、又は固体メモリデバイス等のような記憶媒体を含んでもよい。一過性の搬送媒体に
は、電気信号、電子信号、光信号、音響信号、磁気信号、又はマイクロ波又はＲＦ信号等
の電磁信号などの信号を含んでもよい。
【００４４】
　ここで、単に例として及び以下の図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態の状況における眼の幾何学的特徴を概略的に示す。
【図１Ｃ－１Ｄ】図１Ｃ～図１Ｄは、中心視及び周辺視それぞれにおける視線に関連する
幾何学的パラメータを概略的に示す。
【図１Ｅ－１Ｆ】図１Ｅ～図１Ｆは、入射光と使用者の視線との間の関係を概略的に示す
。
【図１Ｇ】入射光と使用者の視線との間の関係を概略的に示す。
【図２】本発明の第２の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図３】本発明の第３の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図４】本発明の第４の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図５】本発明の第５の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図６Ａ－６Ｂ】図６Ａ～図６Ｂは、本発明の第６の実施形態による光学基板を含む光デ
バイスの概略図である。
【図６Ｃ】本発明の第６の実施形態による光学基板を含む光デバイスの概略図である。
【図７Ａ－７Ｃ】図７Ａ～図７Ｃは、光学レンズを通過する視線の例を示す概略図である
。
【図８】本発明の更なる実施形態による光学基板を含む累進眼科用レンズの概略図である
。
【図９Ａ－９Ｃ】図９Ａ～図９Ｃは、様々な入射角を構成するための、光学レンズを通過
する視線の例を示す概略図である。
【図１０－１】（i）～（iv）は、本発明のいくつかの実施形態による選択的フィルタに
おいて使用される選択した染料及び顔料の吸収スペクトルを図表により示す。
【図１０－２】（v）～（viii）は、本発明のいくつかの実施形態による選択的フィルタ
において使用される選択した染料及び顔料の吸収スペクトルを図表により示す。
【図１１－１】（i）～（iv）は、本発明のいくつかの実施形態による選択的フィルタに
おいて使用されるポルフィリンの吸収スペクトルを図表により示す。
【図１１－２】（v）～（viii）は、本発明のいくつかの実施形態による選択的フィルタ
において使用されるポルフィリンの吸収スペクトルを図表により示す。
【図１２】本発明の１つ又は複数の実施形態によって提供されるデュアルフィルタの透過
スペクトルを図表により示す。
【図１３】各々の中心波長によって示される異なる波長帯域のインビトロ細胞曝露時に適
用した放射照度を図表により示す。
【図１４】様々な波長における露光後のインビトロＲＧＣ死を図表により示す。
【図１５Ａ－１５Ｂ】図１５Ａ及び図１５Ｂは、それぞれＡ２Ｅの欠如及び存在下におけ
る、様々な波長における露光後のアポトーシスによるインビトロＲＰＥ細胞死を図表によ
り示す。
【発明を実施するための形態】
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【００４６】
　本明細書では、フィルタは、それがその範囲内の波長の少なくともいくらかの透過を阻
止する一方で、その範囲の外側の可視波長の透過に、具体的にそうするように構成されな
い限りは、ほとんど又は全く影響しない場合、特定範囲の波長を「選択的に阻止する」。
除去率又は阻止率又は阻止の程度という用語は、透過を防止される波長の１つ又は複数の
選択された範囲内の入射光の割合を意味する。波長のパラメータ範囲（目標帯域）又は帯
域幅は半値全幅（ＦＷＨＭ）と定義され得る。
【００４７】
　図１Ａを参照して本発明の第１の実施形態による光デバイスについて説明する。図１Ａ
は、第１の表面１１１及び第２の表面１１２を有するベース光学基板１１０を含む光学レ
ンズ１００の概略図である。光学レンズの特定実施形態においては、第１の表面１１１は
使用時に使用者の眼５０の近位に配置される凹状裏表面であり、第２の表面１１２使用時
に使用者の眼５０の遠位に配置される凸状表表面である。光学レンズ１００は、この特定
の実施形態においては、ベース光学基板１１０の表表面１１２上に層として設けられ、且
つ表表面１１２の形状と合致するような形状の選択的干渉フィルタ１２０を更に含む。他
の実施形態においては、選択的干渉フィルタを光学基板１１０内の層として又は層の一部
として設けてもよい。
【００４８】
　選択的干渉フィルタ１２０は、光学レンズ１００の表表面１０２に入射する選択波長範
囲（目標波長帯域）の光が、ベース光学基板１１０を通過して使用者の眼５０の方に向か
って透過することを選択的に阻止する帯域消去フィルタとして動作する。選択的干渉フィ
ルタ１２０は、特定の除去率において、目標波長帯域の光の透過を阻止するように構成さ
れている一方で、選択波長範囲の外側の波長の入射光の透過にほとんど又は全く影響しな
い。いくつかの実施形態では、選択的干渉フィルタ１２０は、目標波長帯域の外側の波長
の入射光の透過を、通常、吸収により、しかし目標帯域内の波長の除去率よりも低い特定
の阻止率において、ある程度阻止するように構成してもよい。
【００４９】
　使用者の眼５０は連続するジオプトリｄｉにより形成されており、瞳孔Ｐと、回転中心
ＣＲＯと、網膜とを含む。眼の特徴は図１Ｂに示されるＬｉｏｕ　＆　Ｂｒｅｎｎａｎモ
デルなどのモデルによって示されうる。
【００５０】
　図１Ｃ及び図１Ｄを参照して使用者の潜在的な視線をより詳細に定義する。図１Ｃを参
照すると、中心視における主視線１では、光１１が眼（ＣＲＯ）の回転中心を通過する。
ＣＲＯから光学基板８００への主視線１は、垂直面に対して画定される角度αと、ＸＺ（
水平面）に対する角度βとによって画定される。図１Ｄを参照すると、周辺視における視
線２では、光２２は眼の瞳孔Ｐの中心を通過する。瞳孔Ｐから光学基板８００への周辺視
における視線２は、垂直面に対して画定される角度α’と、Ｘ’Ｚ’（水平面）に対する
角度β’とによって画定される。
【００５１】
　図１Ｅは、視線１と、光学基板８００上における中心入射光線１１の入射角ｉとの間の
関係を概略的に示す。光学基板８００の裏表面（使用者に近位の表面）Ｓ２の法線と視線
１との間の角度はｒと称される。光学基板８００の表表面（使用者に遠位の表面）Ｓ１の
法線と入射光線１１との間の角度はｉと称され、中心入射角と呼ばれる。角度ｉと（α，
β）との間の関係は、光学基板８００の厚みｔ及び中心プリズムを含むレンズの幾何学的
形状、並びに光学基板８００の表表面Ｓ１及び裏表面Ｓ２を画定する表面方程式、及び光
学基板の屈折率ｎなどの光学基板のいくつかのパラメータに依存する。それは、光学基板
の使用法、例えば、見る物体の距離にも依存する。
【００５２】
　図１Ｆは、周辺光線（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ｒａｙ）２と光学基板８００上における
周辺入射光線２２の入射角ｉ'との間の関係を概略的に示す。光学基板８００の裏表面（



(12) JP 6773391 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

使用者に近位の表面）Ｓ２の法線と、周辺光線２との間の角度はｒ’と称される。光学基
板８００の表表面（使用者に遠位の表面）Ｓ１の法線と入射光線２２との間の角度はｉ’
と称され、周辺入射角と呼ばれる。角度ｉ’と（α’，β’）との間の関係は、光学基板
８００の厚みｔ及び中心プリズムを含むレンズの幾何学的形状などの光学基板のいくつか
のパラメータ、並びに光学基板８００の表表面Ｓ１及び裏表面Ｓ２を画定する表面方程式
及び光学基板の屈折率ｎに依存する。それは、光学基板の使用法、例えば、見る物体の距
離にも依存する。
【００５３】
　干渉フィルタが角感度を示すことは周知である。垂直入射において特定波長λを除去す
るように設計された帯域消去フィルタでは、入射角の増加は、除去される波長の、より低
い波長へのスペクトル移動、除去される帯域の拡大、及び除去率の減少を意味する。通常
の照明条件においては、例えば、光学基板が日光によって照明される場合、多数の異なる
入射角が光学基板に到達する（非平行化照明条件（ｎｏｎ　ｃｏｌｌｉｍａｔｅｄ　ｌｉ
ｇｈｔｉｎｇ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ））。全入射角を考慮することにより、フィルタの
透過スペクトルが大幅に変更され、除去される帯域の帯域幅が大幅に広がり、フィルタリ
ングはもはや波長λを中心としない。眼科用途においては、この角度依存性の現象はフィ
ルタリングによって誘発される色の歪みを大幅に増加し、且つ使用者の不快感を大幅に導
入する可能性がある。
【００５４】
　選択的干渉フィルタ１２０は、角感度をより良好に制御及び／又は最小化するように構
成される。
【００５５】
　帯域消去フィルタのスペクトル応答をより良好に制御するため、日光などの、一般的な
非平行化光源の光学基板に影響しうる多くの入射角の中でも、保護されるべき網膜の部位
に到達するもののみが決定され、フィルタは、限られた平行化照明条件である１つの入射
角のみを考慮することにより設計されるのではなく、これら全ての入射角を考慮すること
により数値的に設計される。これら入射角は、主視線、保護されるべき網膜のサイズ、及
び使用者と光学基板との間の距離などのいくつかのパラメータに依存する入射角のコーン
を形成する。
【００５６】
　図１Ｇは、主要中心視線１Ｍに関連する入射角のコーンの決定を概略的に示す。入射角
のコーンは、保護されるべき網膜の部位の縁に到達する光の周辺光線の入射角である、ｉ
’１とｉ’２との間の全入射角によって画定される。それは、また、（ｄα’１，ｄβ’
１）と（ｄα’２，ｄβ’２）との間の全角度によって画定することができ、ここで、（
ｄα’ｎ，ｄβ’ｎ）（ｎ＝１．２）は、光の周辺光線の、主視線１Ｍへの角度変化に一
致する。
【００５７】
　光学レンズは、選択的干渉フィルタ１２０上に配置され、機械的及び環境的保護を提供
する保護フィルム１３０を更に含む。保護フィルム１３０には、また、可視スペクトル全
体又は可視スペクトルの選択した波長帯域内における入射光の反射を防止するための反射
防止コーティングを設けてもよい。
【００５８】
　概して、干渉フィルタは、光の特定波長が反射され、他の波長が透過されるブラッグ格
子に基づく。これは、波長特有の誘電体ミラーを生じさせる周期的変化を層状構造の屈折
率に追加することにより実現される。本発明の実施形態の選択的干渉フィルタ１２０は、
反射、屈折又は回折によって入射光の透過を阻止するように構成してもよい。例えば、選
択的干渉フィルタ１２０は、薄膜技術、ホログラフィック技術、干渉記録（ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇｓ）などの干渉技術、又はコレステリック結晶を含む
液晶技術などのフォトニックバンドギャップ材料を使用して製造してもよい。
【００５９】
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　１つの例においては、選択的干渉フィルタ１２０は、様々な光学屈折率を有する複数の
層を有する薄膜デバイスを含んでもよい。概して、薄膜技術では、様々な屈折率を有する
２つ以上の無機材料又は混成材料が交互する複数の層を使用する。各層は、スパッタリン
グ、真空蒸着、又は物理的若しくは化学的気相成長などの技術によってベース光学基板１
１０の表表面１１２上に堆積されるコーティングとして設けられてもよい。そのような技
術はゴーグル、メガネ及び透明な光学的表面上の反射防止層に使用される。
【００６０】
　無機及び有機混成の層積層体（ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ａｎｄ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｈｙｂ
ｒｉｄ　ｓｔａｃｋ　ｏｆ　ｌａｙｅｒｓ）を、機械的頑強性及び湾曲適合性（ｃｕｒｖ
ａｔｕｒｅ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を最適化するために使用してもよい。層は、
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＴＡＣ（セルローストリアセテート）、ＣＯＣ
（環式オレフィン共重合体）、ＰＵ（ポリウレタン）、又はＰＣ（ポリカーボネート）の
高分子フィルムに堆積され、その後、例えば、表表面１１２の外側上への転写作業によっ
て表表面１１２の外側に配置されてもよい。
【００６１】
転写作業には、初めに第１の支持体に配置されたコーティング又はフィルムを第１の支持
体から別の支持体上に結合的に転写する、又は自己支持型コーティング（ｓｅｌｆ　ｓｕ
ｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏａｔｉｎｇ）又はフィルムを直接支持体に転写する、を含む。本
例においては、支持体は光学基板である。
【００６２】
　コーティング又はフィルムと光学基板の外部表面との間の結合は、コーティング又はフ
ィルムの表面及び／又は物理的又は化学的相互作用を形成することが可能な媒体の活性化
又は接着剤（にかわ）のいずれかによって得てもよい。
【００６３】
　本発明の１つの特定実施形態においては、選択的干渉フィルタ薄膜技術を多くの層、例
えば２０層が使用されるように適応させてもよい。
【００６４】
　更なる実施形態においては、選択的干渉フィルタ１２０は、深度と共に正弦的に変化す
る可変光学屈折率を有するルゲートフィルタデバイスを含んでもよい。ルゲートフィルタ
は、選択された阻止帯域の外側における反射関数の跳ね返りを最小にすることを可能にす
る。
【００６５】
　ルゲートフィルタは、上述の薄膜技術と類似の手法でコーティングとして表表面１１２
に塗布してもよい。
【００６６】
　別の実施形態においては、選択的干渉フィルタ１２０は、ホログラフィック記録を含む
ホログラフィックデバイスを含んでもよい。ホログラフィック記録の例は、Ｓｔｅｐｈｅ
ｎ　Ａ．Ｂｅｎｔｏｎ及びＶ．Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｏｖｅ，Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃ
ｉｅｎｃｅによる文書「Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ」（２００８年）に記
載されている。ホログラフィック帯域消去除去フィルタの記録は、通常、感光性材料を、
適切な形状の、それぞれが選択した方向に伝播する２つのコヒーレントなレーザービーム
の干渉に形成することによって実施される。記録ステップを管理するために各光線の分散
、形状及び相対強度などの光学設定（ｏｐｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｔ－ｕｐ）の制
御が使用される。阻止されるべき波長の目標帯域を画定するため、及び特定の波長におけ
る帯域のセンタリングを確実にするために必要な性能を得るために感光性材料の露光及び
処理が監視される。
【００６７】
　そのようなホログラフィック記録は、通常、感光性樹脂であるがそれに限定されない感
光材料内において実施されうる。感光材料は平面又は曲面上に塗布されるか、２つの曲面
（そのうち１つは記録段階の後に除去されてもよい）の間において鋳造される。ホログラ
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ムは、湾曲した厚い感光材料の体積内に刻まれうる。例えば、予め眼科用レンズなどの光
学レンズとして成形されたフォトリフラクティブガラスは、記録及び固定後、周期的な率
変調（ｉｎｄｅｘ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）が目標帯域消去フィルタデバイスを発生させ
るような、光学設定によって設計された干渉に応じた非常にわずかな率変調を呈する。
【００６８】
　別の実施形態には、ＰＥＴ、ＴＡＣ、ＣＯＣ、ＰＵ又はＰＣの平坦なフィルムに堆積さ
れた感光材料上に、予歪されたホログラムなどの、予歪された除去フィルタを記録し、後
に、それを、例えば、転写作業によって、例えば、眼科用レンズの曲面などの湾曲した基
板上に配置するステップを含む。
【００６９】
　例えば、転写作業によって、又は他の適切な手段によって曲面に配置されたホログラム
は、その後、別の曲面によって被覆しても、２つの機械的に安定化された、湾曲した基板
の間に挟まれるように積層してもよい。
【００７０】
　反射型ホログラムの作成によるホログラフィックデバイスの作製プロセスの例は米国特
許第４，９４２，１０２号明細書に開示されている。ホログラフィック格子の調整の例は
、米国特許第５，０２４，９０９号明細書に開示されている。大型サイズのホログラフィ
ック要素の連続的な記録の変形形態は、例えば、欧州特許第０３１６２０７Ｂ１号明細書
に開示されている。
【００７１】
　別の実施形態においては、選択的干渉フィルタは、例えば、クロレステリック液晶など
のフォトニックバンドギャップ材料を含んでもよい。クロレステリック結晶の使用により
、電気的に制御可能なフィルタの考案が可能になる。＞５０％の反射を得るために２つの
層を使用してもよい。クロレステリック液晶は、光学基板の第１の表面上に液体又はゲル
の少なくとも１つの密閉層の形態で提供してもよい。
【００７２】
　フォトニック結晶は、禁制波長（ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ）の範
囲、半導体材料における電子バンドギャップに類似する、いわゆるフォトニックバンドギ
ャップ（ＰＢＧ）を有しうる金属又は誘電体物体層の周期的配列である。周期的パターン
の幾何学的配置及び基板の材料特性がフォトニックバンド構造、すなわち分散を決定する
。
【００７３】
　フォトニック結晶は１次元、２次元又は３次元で形成されうる。１次元フォトニック結
晶は、標準的なブラッグ反射器と同様、異なる誘電率の層を連続的に堆積することによっ
て作製されうる。１次元周期構造の製造は、ＰＥＴ、ＴＡＣ、ＣＯＣ、ＰＵ又はＰＣのフ
ィルム上に、異なるバルク屈折率の交互する層をコーティングすることによって実現して
もよい。このような層は、同質の材料で作製されるか、同一の幾何学的構造の配列、例え
ば、サイズにおいて単分散された同一の球体のアレイによって、又はＰＤＬＣ（高分子分
散液晶）高分子の周期的組織化によって構成されるかのいずれかであり、その後、例えば
、転写作業によって光学レンズの曲面に配置される。ＰＥＴ、ＴＡＣ、ＣＯＣ、ＰＵ又は
ＰＣのフィルム上にコーティングされたこのような１次元周期構造を、Ｎａｔｕｒｅ　Ｐ
ｈｏｔｏｎｉｃｓ　Ｖｏｌ．１　Ｎ°．８－Ａｕｇｕｓｔ：Ｐ－Ｉｎｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ：Ｐｈｏｔｏｎｉｃ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｆｕｌｌ－Ｃｏｌｏｕｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ
，ｂｙ　Ａｎｄｒｅ　Ｃ．Ａｒｓｅｎａｕｌｔ，Ｄａｎｉｅｌ　Ｐ．Ｐｕｚｚｏ，Ｉａｎ
　Ｍａｎｎｅｒｓ　＆　Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ａ．Ｏｚｉｎに記載されているように、機械
的、熱的、電気的、又は更には化学的のいずれかにおいて活性化し、フィルタリング帯域
及び／又は中心フィルタリング波長の制御された変化を誘発することができる。
【００７４】
　２次元フォトニック結晶では、反応性イオンエッチング（Ｊ．Ｏ’ｂｒｉｅｎ，ｅｔ　
ａｌ．，Ｌａｓｅｒｓ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　２Ｄ　ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｂａｎ
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ｄｇａｐ　ｍｉｒｒｏｒｓ，Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒ，３２，２２４３（
１９９６）；Ｍｅｉ　Ｚｈｏｕ，Ｘｉａｏｓｈｕａｎｇ　Ｃｈｅｎ，Ｙｏｎｇ　Ｚｅｎｇ
，Ｊｉｎｇ　Ｘｕ，Ｗｅｉ　Ｌｕ，Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎ
ｓｉｏｎａｌ　ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａｌｓ　ｂｙ　ｄｅｅ
ｐ　ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｉｏｎ　ｅｔｃｈｉｎｇ　ｏｎ　Ｓｉ　ｗａｆｅｒｓ　ａｎｄ　
ｔｈｅｉｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　１３２，５０３（２００４））又は酸化アルミニウム膜（Ｈ．
Ｍａｓｕｄａ，ｅｔ　ａｌ．，Ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｂａｎｄ　ｇａｐ　ｉｎ　ａｎｏｄｉ
ｃ　ｐｏｒｏｕｓ　ａｌｕｍｉｎａ　ｗｉｔｈ　ｅｘｔｒｅｍｅｌｙ　ｈｉｇｈ　ａｓｐ
ｅｃｔ　ｒａｔｉｏ　ｆｏｒｍｅｄ　ｉｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ　ａｃｉｄ　ｓｏｌｕ
ｔｉｏｎ，Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ
，３９，Ｌ１０３９（２０００））が、一般的な製造法である。２次元ＰＢＧは、また、
干渉記録（いわゆる「ホログラフィック」記録によって作製することができ、時として反
応性イオンエッチングが後に続く。３次元フォトニック結晶は一般的には層毎に製造され
うる（Ｓ．Ｙ　Ｌｉｎ，ｅｔ　ａｌ．，Ａ　ｔｈｒｅｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｐｈ
ｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ａｔ　ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｗａｖ
ｅｌｅｎｇｔｈｓ，Ｎａｔｕｒｅ　３９４，２５１（１９９８））。この技法は構造光学
バンドギャップの優れた制御を可能にするという利点を有する。それらは、また、Ｘ線リ
ソグラフィ（ＬＩＧＡ）、ホログラフィックリソグラフィ（感光性高分子における４つの
非同一平面上のレーザービームの干渉が３次元の周期構造を発生させる）、２光子重合（
ＴＰＰ）（パルスレーザによる２光子吸収を使用し光重合を促進する）、２光子吸収光重
合による３次元微細加工を含む別の技法によって作製することができる。フォトニック結
晶を作製するための別の技法では、コロイドポリマーのマイクロスフェアの、コロイド結
晶への自己組織化を使用する。例えば、オパールガラス球体のコロイド懸濁液が（Ｓ．Ｊ
ｏｈｎ，Ｐｈｏｔｏｎｉｃ　Ｂａｎｄｇａｐ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｃ．　Ｓｏｋｏｕｌ
ｉｓ，Ｅｄ．Ｄｏｒｄｒｅｃｈｔ：Ｋｕｌｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅ
ｒｓ（１９９６））に開示されている。コロイド結晶内の光のブラッグ回折がストップバ
ンドフィルタを生じさせる。別の技法は、例えば、人工オパール中のラテックス球体を除
去（溶解）し、周囲構造を残すことによるオパール反転を含む。反転オパールは作製され
た最初の３次元ＰＢＧのうちの１つである（引用：Ｖｏｓｓ，ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａ
ｎｄ）。
【００７５】
　フォトニック結晶の周期構造は、ＰＥＴ、ＴＡＣ、ＣＯＣ、ＰＵ又はＰＣ及びこれらの
組み合わせのフィルム上にコーティングされるか、ホログラフィック高分子分散液晶を構
成する場合は、活性にされる、特に、電気的に活性にされるかのいずれかとされうる。不
活性又は活性のデバイスが、その後、例えば、転写作業によって光学レンズの曲面に配置
される。
【００７６】
　１つの特定実施形態においては、選択的干渉フィルタ１２０は、選択入射角範囲が干渉
格子の干渉縞に対して実質的に垂直な入射角を中心とするように配置された干渉格子デバ
イスとして構成してもよい。
【００７７】
　上記の様々な種類の干渉フィルタ技術を使用すると、使用者の要求に従う目標波長帯域
の透過の阻止を実現することができる。
【００７８】
　例えば、選択的干渉フィルタ１２０の場合、第１の選択波長範囲の光毒性の光の透過を
阻止するためには、選択的干渉フィルタ１２０を、上記技術の１つ又は複数を基に、４３
０ｎｍ～４６５ｎｍの範囲内の波長を中心とする、１０ｎｍ～７０ｎｍ、好ましくは１０
ｎｍ～６０ｎｍの範囲内の帯域幅の波長の、光デバイス１００の表表面に入射する光の透
過を阻止する一方で、目標波長帯域の外側の入射光の透過を可能にするように構成しても
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よい。（以下に記載すると共に図１４及び図１５に示すように）この目標波長範囲は有毒
な光の波長範囲に相当するため、このような光に対する網膜の保護を実現してもよい。
【００７９】
　更に、選択的干渉フィルタは、特定の眼の障害又は疾患に有毒な特定波長の光を透過す
るように構成してもよい。
【００８０】
　例えば、緑内障は、視神経が損傷を受け、罹患した眼の視力に永久的に影響し、未処置
の場合、完全な失明に進行する眼の障害である。更に、神経損傷には特徴的パターンにお
ける網膜神経節細胞の喪失を伴う。世界的に、緑内障は失明の第２の主因である。緑内障
は、常時ではないがしばしば、眼の前区の体液（房水）の圧の上昇と関連付けられる。
【００８１】
　考えられる緑内障の原因についての様々な研究がこれまでに実施されている。しかしな
がら、眼球の血流が緑内障の病因に含まれるというエビデンスの増加があり、高血圧と緑
内障の発生との間における相関の可能性が示されていても実験は依然実施されている。眼
圧は緑内障の主要危険因子の唯一のものであるが、種々の薬物及び／又は外科的手法によ
りそれを低下させることが現在の緑内障治療の中心である。当座は、緑内障管理には、適
切な診断的技術及び継続管理検査はもとより個々の患者に対する治療の適切な選択が必要
である。特に、眼圧は投薬、通常、点眼薬によって低下させることができる。しかしなが
ら、治療により、眼圧が正常値に低下した場合であっても、変性過程が必ずしも停止する
とは限らない。緑内障の治療にはレーザ－手術及び従来の手術の両方が実施される。手術
は先天性緑内障の罹患者の一次療法である。
【００８２】
　網膜症は、眼の網膜の非炎症性障害のいくつかの形態を意味する総称である。しばしば
、網膜症は全身性疾患の眼症状発現である。糖尿病性網膜症は糖尿病の合併症に起因し、
最終的には失明に至るおそれがある。それは１０年以上糖尿病に罹患している全患者の８
０％までが罹患する全身性疾患の眼症状発現である。糖尿病性網膜症は微小血管網膜変化
と関連する。糖尿病性網膜症に罹患中に神経節網膜細胞が変性することが最近判明した（
ｈｔｔｐ：／／ｏｎｌｉｎｅｌｉｂｒａｒｙ．ｗｉｌｅｙ．ｃｏｍ／ｄｏｉ／１０．１１
１３／ｊｐｈｙｓｉｏｌ．２００８．１５６６９５／ｆｕｌｌ；及びＫｅｒｎ　Ｔ．Ｓ．
　ａｎｄ　Ｂａｒｂｅｒ　Ａ．Ｊ．Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｇａｎｇｌｉｏｎ　Ｃｅｌｌｓ　ｉ
ｎ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ．Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ　２００
８．Ｗｉｌｅｙ　ｏｎｌｉｎｅ　ｌｉｂｒａｒｙ）。
【００８３】
　網膜神経節細胞死は、レーバー遺伝性視神経症などの、ミトコンドリア機能が破壊され
るいくつかの他の病状において認められている。
【００８４】
　網膜神経節細胞（ＲＧＣ）機能障害における光の影響及びそれらの関連する病状、例え
ば、緑内障、糖尿病性網膜症及びレーベル視神経症、に関する革新的研究が本発明者によ
って実施された。
【００８５】
　ＲＧＣの光毒性を緑内障の一次細胞モデルを使用して実施した。緑内障のインビトロモ
デルには精製した生体ラット網膜神経節細胞が適していることを研究が示している（Ｆｕ
ｃｈｓ　Ｃ　ｅｔ　ａｌ，ＩＯＶＳ，Ｒｅｔｉｎａｌ－ｃｅｌｌ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅ
ｄ　ｍｅｄｉｕｍ　ｐｒｅｖｅｎｔｓ　ＴＮＦ－ａｌｐｈａ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ａｐｏｐ
ｔｏｓｉｓ　ｏｆ　ｐｕｒｉｆｉｅｄ　ｇａｎｇｌｉｏｎ　ｃｅｌｌｓ．２００５）。し
たがって、光誘発細胞死（ｌｉｇｈｔ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｃｅｌｌ　ｄｅａｔｈ）が緑内
障、糖尿病性網膜症及びレーバー遺伝性視神経症におけるそのような細胞の変性に寄与し
うるかどうかを判定するため、黒色透明底９６ウェル培養皿の生体ラット網膜神経節細胞
の初代培養に１５時間露光した。光曝露は、３８５～５２５ｎｍから、１０ｎｍの増分で
選択し、図１３に示されるような中心波長で示される。培地のあらゆる光フィルタリング



(17) JP 6773391 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

効果を防止するため、細胞を芳香族アミノ酸、フェノールレッド又は漿液及び可視スペク
トル内の他の感光性分子を有しないＮＢＡ培地で培養した。光照射は、眼光学（ｅｙｅ　
ｏｐｔｉｃ）、角膜、レンズ及び硝子体液（Ｅ．Ａ．Ｂｏｅｔｔｎｅｒ，Ｓｐｅｃｔｒａ
ｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｙｅ，Ｃｌｅａｒｉｎｇ　Ｈｏｕｓｅ
，１９６７）によるフィルタリング後に網膜に達する自然太陽光に対して正規化した（太
陽光スペクトル規格（Ｓｏｌａｒ　ｓｐｅｃｔｒａ　ｏｆ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）ＡＳＴ
Ｍ　Ｇ１７３－０３）。これら神経性細胞においては、細胞生存性を高感度の生存性アッ
セイＣｅｌｌＴｉｔｅｒ－Ｇｌｏ（Ｐｒｏｍｅｇａ，Ｍａｄｉｓｏｎ，Ｗｉｓｃｏｎｓｉ
ｎ，ＵＳＡ）によって評価した。図１４は、試験した全露光のＲＧＣ生存を示すものであ
り、このため、制御状態に対する、対応する細胞損失を示す。実験データは、網膜神経節
細胞の喪失は４２０～５１０ｎｍの全１０ｎｍ帯域幅において誘発され、４５０、４６０
ｎｍ及び４７０ｎｍを中心とする帯域幅において最大効果を示すことが示された。
【００８６】
　したがって、１つの特定実施形態においては、目標帯域は、約４６０ｎｍの波長を中心
とする、１０～７０ｎｍ、好ましくは、１５～２５ｎｍの帯域幅を有してもよい。このよ
うな目標帯域は、本発明者によって実施された上述のＲＧＣ細胞モデル研究によって、緑
内障、糖尿病性網膜症又はレーバー遺伝性視神経症の患者に特に有毒であることが示され
た。結果として、この目標帯域の波長が使用者の眼に透過することを防止すると保護が提
供され、これら特定の疾患の進行を遅らせる。
【００８７】
　本発明者は、網膜色素上皮（ＲＰＥ）における光の影響、並びに加齢黄斑変性（ＡＭＤ
）、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病などの関連する病状に関する革新的研究
も実施した。
【００８８】
　ＡＭＤに罹患した患者のＲＰＥは増加した濃度のＡ２Ｅを含むことが判明している（Ｃ
Ａ．Ｐａｒｉｓｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｏｎｅ－ｓｔｅｐ　ｐ
ｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａ２Ｅ　ａｎｄ　ｉｓｏ－Ａ２Ｅ，ｆｌｕｏｒｏｐｈｏｒ
ｅｓ　ｆｒｏｍ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｐｉｇｍｅｎｔ　ｅｐｉｔｈｅｌｉｕｍ
，ＩＯＶＳ，１９９８）。したがって、ＡＭＤのモデルを得るため、ブタの眼から分離さ
れた網膜色素上皮細胞をＡ２Ｅ（４０μＭ）の存在下で６時間インキュベートし、その細
胞吸収を誘発させた。培地交換後、黒色透明底９６ウェル培養皿のＲＰＥ細胞のこれら初
代細胞培養に１０ｎｍの帯域幅で１８時間露光した。光曝露は３８５～５２５ｎｍから、
１０ｎｍの増分で選択し、図１３に示されるような中心波長で示される（例えば、３８５
～３９５ｎｍの帯域幅においては３９０ｎｍ）。培地のあらゆる光フィルタリング及び／
又は光増感を防止するため、細胞を芳香族アミノ酸、フェノールレッド又は漿液及び他の
感光性分子を有しないＤＭＥＭ培地で培養した。光照射は、眼光学によるフィルタリング
後に網膜に達する（角膜、レンズ；Ｅ．Ａ．Ｂｏｅｔｔｎｅｒ，Ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｙｅ，ＣｌｅａｒｉｎｇＨｏｕｓｅ，１９６７
）自然太陽光に対して正規化した（太陽光スペクトル規格（Ｓｏｌａｒ　ｓｐｅｃｔｒｕ
ｍ　ｏｆ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）ＡＳＴＭ　Ｇ１７３－０３）。ＲＰＥ細胞アポトーシス
を、照明後６時間で定量した。図１５Ａは、Ａ２Ｅインキュベーションのない状態におけ
る光誘発アポトーシスの欠損を示す。これはＡｐｏｔｏｘ－Ｇｌｏにおいてカスパーゼ３
活性により測定し、細胞生存性が報告された（Ｐｒｏｍｅｇａ，Ｍａｄｉｓｏｎ，Ｗｉｓ
ｃｏｎｓｉｎ，ＵＳＡ）。対照的に、図１５Ｂは、Ａ２ＥをＲＰＥ細胞とともにプレイン
キュベートした場合、ＲＰＥアポトーシスは４２０、４３０、４４０及び４５０ｎｍ（４
１５～４５５ｎｍ）を中心とする１０ｎｍ帯域幅において極めて誘起されたことを示す。
【００８９】
　したがって、別の例においては、目標帯域は、約４３５ｎｍの波長を中心とする、１０
～７０ｎｍ、好ましくは、１５～２５ｎｍの帯域幅を有してもよい。このような目標帯域
は、上記の革新的研究によって、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病の
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患者に特に有毒であることが示された。このため、この目標帯域の波長が使用者の眼に透
過することを防止すると保護が提供され、疾患の進行を遅らせる。
【００９０】
　別の例では、目標帯域は、１０～７０ｎｍ、好ましくは、３０～６０ｎｍの帯域幅を有
してもよく、約４４５ｎｍの波長を中心とする。このような目標帯域は、上記のＲＧＣ細
胞モデルに関する革新的研究によって緑内障、糖尿病性網膜症又はレーベル視神経症の患
者に特に有毒であることが示された波長、並びにＲＰＥ細胞モデル研究によってＡＭＤ、
スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病の患者に特に有毒であることが示された波長
を含む。このため、この目標帯域の波長が使用者の眼に透過されることを防止すると保護
が提供され、これら疾患のいずれか又はいくつかの進行を遅らせる。
【００９１】
　例えば、メラトニン抑制を防止する場合、選択的干渉フィルタ１２０は、上記技術の１
つ又は複数を基に、例えば、４８０ｎｍの波長を中心とする、４６５ｎｍ～４９５ｎｍの
目標帯域の光の波長の透過を阻止するように構成してもよい。この波長帯域の波長を有す
る光はメラトニンの生成を抑制する。メラトニン（Ｎ－アセチル－５－メトキシトリプタ
ミン）は松果体腺の主要ホルモンであり、多くの生物学的機能、特に、明間及び暗間（ｄ
ｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｄａｒｋｎｅｓｓ）によって制御される生
理学的機能のタイミングを制御する。したがって、この目標波長帯域の光の透過を阻止す
るように構成された選択的フィルタリング手段を有する光デバイスを使用して、特に夜間
のメラトニン抑制を防止してもよい。
【００９２】
　例えば、色覚の向上のために赤－緑軸のコントラストを補償及び復元する場合、選択的
干渉フィルタ１２０は、例えば、５５０ｎｍ～６６０ｎｍの目標波長帯域の光の波長の透
過を阻止するように構成してもよい。
【００９３】
　例えば、片頭痛の治療又は予防の場合、選択的干渉フィルタ１２０は、例えば、５９０
ｎｍ～６５０ｎｍ、及び好ましくは、６１５～６２５ｎｍの目標波長帯域の光の波長の透
過を阻止するように構成してもよい。
【００９４】
　例えば、てんかんの治療又はてんかん性発作の予防の場合、選択的干渉フィルタ１２０
は、５６０～６００ｎｍの目標波長帯域の光の波長の透過を阻止するように構成してもよ
い。
【００９５】
　特定実施形態においては、選択的干渉フィルタ１２０は２つの目標波長帯の波長の透過
を阻止するように構成してもよい。狭帯域幅を提供するための選択的干渉フィルタの特定
構成により、デュアルバンド選択的干渉フィルタを使用することを可能にする。デュアル
バンド干渉フィルタリングを、異なる目標波長帯域の透過を阻止する２つの異なる干渉フ
ィルタを使用することによって、又は波長の２つの異なる目標帯域の透過を阻止するよう
に構成されている１つの干渉フィルタによって提供してもよい。
【００９６】
　デュアルバンドフィルタを提供するための一実施形態は、２つの異なる目標波長フィル
タリング帯域を形成するために、２つのホログラムを、同じ感光材料上に同時又は連続的
に記録することを含んでもよい。各目標波長帯域はそれ自身の帯域幅、中心波長及び自身
の除去因子（ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒ）を特徴としてもよい。
【００９７】
　別の実施形態においては、それぞれがＰＥＴ、ＴＡＣ、ＣＯＣ、ＰＵ又はＰＣのフィル
ム、又はガラスにコーティングされ、同じ種類の感光材料又は２つの異なる感光材料のい
ずれかに記録された２つの異なるホログラムを、それらの基板と共に又はそれらの基板の
リフトオフ後のいずれかにおいて互いに重ね合わせて積層し、特に、湾曲した基板上に堆
積するか熱成形する。
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【００９８】
　考えられる実施の１つにおいては、デュアルバンドフィルタを形成するために２つの技
術を組み合わせたものを使用してもよく、例えば、顔料又は染料、例えば、本出願におい
て後述される実施形態の顔料又は染料を含有する層で作製された吸収フィルタ上にホログ
ラムを重置してもよい。
【００９９】
　別の実施形態においては、２つの技術を組み合わせには、それぞれがその固有の顔料又
は染料を２つの層の順序とは無関係に含有する２つの異なる吸収層により得られた２つの
選択的フィルタの重置を含む。
【０１００】
　別の実施形態においては、ホログラムは、それらが上に作成される又はリフトオフされ
る基板と無関係に、且つ重置の順序とは無関係に、１次元又は２次元フォトニック結晶に
よって又は薄膜の積層体によって積層される。
【０１０１】
　別の実施形態においては、薄膜積層体は、重要ではない重置の順序、及び２つの選択的
フィルタが上に堆積された光学的に透明な基板とは無関係に、フォトニック結晶上に重置
される。
【０１０２】
　この手法において、入射光の透過が阻止される２つ以上の目標波長が得られてもよい。
例えば、第１の目標波長帯域は、約４３５ｎｍの波長を中心とする、１０～３０ｎｍ、好
ましくは、１５～２５ｎｍの帯域幅を有してもよい。第２の目標波長帯域は、４６０ｎｍ
の波長を中心とする、１０～３０ｎｍ、好ましくは、１５～２５ｎｍの帯域幅を有しても
よい。前の例と同様に、目標波長帯域は、本発明者によって実施されたＲＧＣ細胞モデル
研究によって緑内障、糖尿病性網膜症、又はレーバー遺伝性視神経症の患者に特に有毒で
あることが示された波長、並びにＲＰＥ細胞モデル研究によってＡＭＤ、スタルガルド病
、網膜色素変性又はベスト病の患者に特に有毒であることが示された波長を含む。しかし
ながら、干渉フィルタ１２０は、この特定の例においては、より選択的であり、且つ２つ
の目標帯域間における光の透過の増加を可能にし、それによって、視感色（ｖｉｓｕａｌ
　ｃｏｌｏｕｒ）の歪みの効果の軽減及び暗所視の向上を有する。
【０１０３】
　１つ又は複数の目標波長帯域の除去率を、使用者のニーズに応じて選択的干渉フィルタ
１２０を上記の適切な異なる技術を使用して構成することにより調整してもよい。例えば
、一般的な保護使用においては、色彩認知の歪み、暗所視の混乱、及び眼の非視覚機能の
障害を制限するために、１つの目標波長帯域又は２つの目標波長帯域内の除去率を、３０
～５０％になるように構成してもよい。ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性、ベスト
病、緑内障、糖尿病性網膜症又はレーバー遺伝性視神経症などの疾患の進行を減速するた
めに、除去率を約８０～１００％に増加し、罹患した眼に対する保護の強化を提供しても
よい。日光からの保護を必要とする使用においては、例えば、全可視スペクトル全体にお
ける透過が４０％～９２％の範囲内の阻止率において阻止される。第１の除去率は、第１
の選択波長範囲の少なくとも５％の追加阻止を提供するように構成してもよい。
【０１０４】
　図２を参照して本発明の第２の実施形態による光デバイスを記載する。図２は、第１の
実施形態のベース光学基板と類似する、第１の表面２１１及び第２の表面２１２を有する
ベース光学基板２１０を含む光学レンズ２００の概略図である。光学レンズ２００は、ベ
ース光学基板２１０の表表面２１２に設けられた選択的干渉フィルタ２２０を更に含む。
選択的干渉フィルタ２２０は第１の実施形態の選択的干渉フィルタ１２０と同じ手法で動
作する。第２の実施形態は、光学基板の裏表面２１１に、選択的干渉フィルタ２２０の目
標帯域幅の光の一部を吸収するように構成された吸収材料２２２の層が設けられていると
いう点において第１の実施形態と異なる。まず、それは、光デバイスの裏表面２０１に入
射する光から生じ、選択的干渉フィルタ２２０によって反射される、使用者の眼に到達す
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る寄生光を大幅に低減する。実際、選択的干渉フィルタ２２０の存在により使用者の眼の
方に向かって戻る寄生光の反射を導入し、このため、吸収材料２２２の層の存在が望まし
くない反射効果を減少させる。次に、吸収材料２２２は選択的干渉フィルタ２２０によっ
て導入されるスペクトルのフィルタリングを強化するが、これは、選択的干渉フィルタ２
２０によって除去されなかった目標波長の光の一部が吸収材料２２２の層によりその後減
衰されてもよいことが理由である。
【０１０５】
　他の実施形態においては、吸収材料２２２の層は、選択的干渉フィルタ２２０の目標波
長帯域とは異なる目標波長帯域の光を吸収するように構成され、これにより色平衡化効果
を提供する。例えば、可視スペクトルの橙－赤部分の領域のいくらかの吸収は、選択的干
渉フィルタ２２０によって誘起される色彩認知の歪みを減衰させる。更なる実施形態にお
いては、選択的干渉フィルタ２２０の目標波長帯域とは異なる目標波長帯域並びに同じ目
標波長帯域の光を吸収するように動作する吸収材料２２２の層の使用は、色平衡化効果及
び強化されたフィルタリング効果を提供するために使用されてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、可視スペクトルの全範囲の光を吸収するように動作する非選
択的吸収材料の層を使用してもよい。
【０１０７】
　吸収材料は本発明の後述の実施形態に記載されるような吸収染料又は顔料であってもよ
い。
【０１０８】
　この実施形態においては、吸収層は光学基板の裏表面上に設けられるが、本発明の他の
実施形態においては、吸収層は、光学基板内の層として選択的干渉フィルタと光学基板の
裏表面との間に設けられてもよいことは理解されよう。
【０１０９】
　図３を参照して本発明の第３の実施形態による光デバイスを記載する。図３は、第１の
実施形態のベース光学基板と類似する、第１の表面３１１及び第２の表面３１２を有する
ベース光学基板３１０を含む光学レンズ３００の概略図である。光学レンズ３００は、ベ
ース光学基板３１０の表表面３１２に設けられた第１の選択的干渉フィルタ３２０と、ベ
ース光学基板３１０の体積内に層として設けられた第２の選択的干渉フィルタ３２２と、
を更に含む。選択的干渉フィルタ３２０及び選択的干渉フィルタ３２２は、第１の実施形
態の選択的干渉フィルタ１２０と同じ手法で動作する。第１の選択的干渉フィルタ３２０
及び第２の干渉フィルタ３２２の両方が同じ目標波長帯域の透過を阻止するように構成し
てもよい。この実施形態によって提供される利点は、第２の干渉フィルタ３２２が目標波
長帯域の除去因子の全体的な増加を得ることを可能にすることによって目標波長帯域の保
護の強化を提供してもよいことである。この保護の強化は、使用者のニーズに適合させて
もよく、それによって、例えば、使用者が、例えば、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素
変性、ベスト病、緑内障、糖尿病性網膜症又はレーバー遺伝性視神経症などの疾患に罹患
しているか否か、又は使用者がどの程度その病気に罹患しているかによって設計の柔軟性
を提供する。例えば、光学基板内の第１の選択的干渉フィルタ３２２は通常使用のための
保護のレベルを提供してもよく、その一方で、第２の選択的干渉フィルタ３２０を光学基
板の表表面に追加すると、その保護のレベルを、前述の疾患のいずれかにかかりやすい又
は罹患している患者の疾患の進行を防止するのに適した治療レベルに増加してもよい。
【０１１０】
　光学基板の裏表面３１１に、第２の実施形態の吸収材料の層に類似し、選択的干渉フィ
ルタ３２２及び／又は選択的干渉フィルタ３２０の目標帯域幅の光を吸収するように構成
された吸収材料３２４の層を設けてもよい。この手法における吸収材料３２４の提供は、
光デバイスの裏表面３１１に入射する光から生じ、選択的干渉フィルタ３２２及び／又は
選択的干渉フィルタ３２０によって反射される、使用者の眼に到達する寄生光を大幅に低
減する。更に、吸収材料３２４は、選択的干渉フィルタ３２２及び／又は選択的干渉フィ
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ルタ３２０によって導入されるスペクトルのフィルタリングを強化する。
【０１１１】
　前実施形態の吸収材料の層と同様、吸収層３２４は、また、色平衡化のために選択的干
渉フィルタ３２２及び／又は選択的干渉フィルタ３２０の目標帯域幅と異なる波長帯域の
光、又は可視スペクトルの全範囲の光、又は保護の強化のために選択的干渉フィルタ３２
２及び／又は選択的干渉フィルタ３２０の目標帯域幅の光、及び色平衡化のために異なる
波長帯域の光、を吸収するように構成してもよい。
【０１１２】
　更なる実施形態においては、選択的干渉フィルタの１つを光学基板の表表面に追加し、
光学基板内又は光学基板の表表面に設けられた選択的干渉フィルタの目標波長帯域と異な
る目標波長帯域の保護を提供してもよい。異なる波長帯域内の保護を追加することによっ
て、追加の使用又は保護を想定してもよい。例えば、一実施形態においては、色平衡化を
提供してもよい。別の実施形態においては、緑内障、糖尿病性網膜症又はレーベル視神経
症に有害な光に対する目標波長帯域の保護を１つの選択的干渉フィルタによって提供して
もよく、且つＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病に有害な光に対する更
なる目標帯域の追加の保護を別の選択的干渉フィルタによって提供してもよい。別法とし
て、１つの選択的干渉フィルタは、電磁スペクトルの１つの部分の波長の範囲に対して保
護するように構成してもよく、その一方で、他方の選択的フィルタは、電磁スペクトルの
別の部分の波長の範囲に対して保護するように構成してもよい。
【０１１３】
　図４を参照して本発明の第４の実施形態による光デバイスを記載する。図４は、第１の
表面４１１及び第２の表面４１２を有するベース光学基板４１０を含む光学レンズ４００
の概略図である。光学レンズの特定実施形態においては、第１の表面４１１は凹状裏／後
表面であり、使用時、使用者の眼５０の近位に配置されている。第２の表面４１２は凸状
表／前表面であり、使用時、使用者の眼５０の遠位に配置されている。光学レンズは、こ
の実施形態においては、ベース光学基板４１０の体積内に設けられた吸収フィルタ４２０
を更に含む。吸収フィルタ４２０は、この実施形態においては、染料又は顔料を含有し、
且つベース光学基板４１０の２つの層間に配置されるフィルムとして提供される。本発明
の他の実施形態においては、吸収層は光学基板のいずれの表面上に設けてもよい。
【０１１４】
　吸収フィルタ４２０は、表表面４１２から使用者の眼５０の方に向かってベース光学基
板４１０を通過する、光学レンズ１００の表表面４１２に入射する、目標波長帯域と称さ
れる選択波長範囲の光の透過を選択的に阻止する一方で、選択波長範囲の外側の波長の入
射光の透過に、具体的にそうするように構成されない限りは、ほとんど又は全く影響しな
い帯域消去フィルタとして動作する。吸収フィルタ４２０は、選択波長範囲の透過を特定
の阻止率において阻止するように構成されている。いくつかの実施形態では、光デバイス
は、機械的及び環境的保護を提供するために、ベース光学基板４１０上に配置される保護
フィルム（図示せず）を更に含む。保護フィルムには、また、可視スペクトル全体の、又
は吸収フィルタ４２０の目標波長帯域に対応する又は対応しない、可視スペクトルの選択
した帯域内の入射光の反射を防止するための反射防止コーティングを設けてもよい。
【０１１５】
　吸収フィルタ４２０は、本発明の１つの例では、オーラミンＯ、クマリン３４３、クマ
リン３１４、プロフラビン、ニトロベンゾオキサジアゾール、ルシファーイエローＣＨ、
９，１０ビス（フェニルエチニル）アントラセン、クロロフィルａ、クロロフィルｂ、４
－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（４－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピ
ラン、及び２－［４－（ジメチルアミノ）スチリル］－１－メチピリジニウムヨージド、
ルテイン、ゼアキサンチン、ベータカロチン又はリコピン、又はそれらの任意の組み合わ
せなどの染料又は顔料を含んでもよい。ルテイン（キサントフィルとしても公知である）
及びゼアキサンチンは、例えば、網膜内に蓄積する天然のプロテクターであり、その濃度
は年齢と共に減少する。このような物質を含有する吸収フィルタの提供により眼の物質の
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自然損失が補償される。
【０１１６】
　顔料又は染料の選択は吸収フィルタ４２０の１つ又は複数の目標波長帯域に依存する。
【０１１７】
　例えば、光毒性の光に対する保護においては、図１０に示されるように、数多くの染料
又は顔料が４２０ｎｍ～４７０ｎｍの波長帯域における高いレベルの吸収を提供する。図
１０（ｉ）～１０（ｖｉｉｉ）は、以下の物質の吸収スペクトルをそれぞれ示す。（ｉ）
水に溶解したオーラミンＯは約４３１ｎｍにおいて５９ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測
定した）の吸収ピークを示す、（ｉｉ）エタノールに溶解したクマリン３４３は約４４５
ｎｍにおいて８１ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを示す、（ｉｉ
ｉ）エタノールに溶解したニトロベンゾオキサジアゾールは約４６１ｎｍにおいて７０ｎ
ｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを示す、（ｉｖ）水に溶解したルシ
ファーイエローＣＨは約４２６ｎｍにおいて７４ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した
）の吸収ピークを示す、（ｖ）シクロヘキサムに溶解した９，１０ビス（フェニルエチニ
ル）アントラセンは約４５１ｎｍにおいて６７ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）
の吸収ピークを示す、（ｖｉ）ジエチルエーテルに溶解したクロロフィルａは約４２８ｎ
ｍにおいて４４ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを示す、（ｖｉｉ
）メタノールに溶解したクロロフィルａは約４１８ｎｍにおいて４２ｎｍの帯域幅（ＦＷ
ＨＭとして測定した）の吸収ピークを示す、（ｖｉｉｉ）ジエチルエーテルに溶解したク
ロロフィルｂは約４３６ｎｍにおいて２５ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸
収ピークを示す。
【０１１８】
　各々の吸収スペクトルからわかるように、これら物質は、１０～８２ｎｍのＦＷＨＭの
狭帯域幅の吸収を有するスペクトルを提供し、それによって、望ましくない視覚の歪みの
低減につながる選択的フィルタリング手段を提供する。
【０１１９】
　他の実施形態においては、吸収フィルタ４２０はポルフィリン又はその誘導体を含んで
もよい。
【０１２０】
　ポルフィリンのいくつかの例は、５，１０，１５，２０－テトラキス（４－スルホナト
フェニル）ポルフィリンナトリウム塩錯体、５，１０，１５，２０－テトラキス（Ｎ－ア
ルキル－４－ピリジル）ポルフィリン錯体、５，１０，１５，２０－テトラキス（Ｎ－ア
ルキル－３－ピリジル）ポルフィリン金属錯体、及び５，１０，１５，２０－テトラキス
（Ｎ－アルキル－２－ピリジル）ポルフィリン錯体、又はそれらの任意の組み合わせを含
む。アルキルは、メチル、エチル、ブチル及び／又はプロピルであってもよい。これら全
てのポルフィリンは非常に良好な水溶性を示し、３００℃以下で安定である。
【０１２１】
　錯体は金属錯体とすることができ、金属はＣｒ（ＩＩＩ）、Ａｇ（ＩＩ）、Ｉｎ（ＩＩ
Ｉ）、Ｍｇ（ＩＩ）、Ｍｎ（ＩＩＩ）、Ｓｎ（ＩＶ）、Ｆｅ（ＩＩＩ）又はＺｎ（ＩＩ）
であってもよい。このような金属錯体は４２５～４４８ｎｍの水吸収を呈し、これは光毒
性を示す波長の範囲に一致する。Ｃｒ（ＩＩＩ）、Ａｇ（ＩＩ）、Ｉｎ（ＩＩＩ）、Ｍｎ
（ＩＩＩ）、Ｓｎ（ＩＶ）、Ｆｅ（ＩＩＩ）、又はＺｎ（ＩＩ）をベースとした金属錯体
は、特に、それらが酸に敏感でなく、それらがｐＨ＜６において金属を遊離しないことか
ら、より安定した錯体を提供するという利点を有する。更に、これらポルフィリンは室温
において蛍光を示さない。そのような特性は、例えば、眼科用レンズ、コンタクトレンズ
及びＩＯＬなどの光学レンズにおける使用の対象となる。ポルフィリンは光の透過が阻止
されるべき１つ又は複数の目標波長帯域に応じて選択されうる。波長の吸収帯は溶媒及び
ｐＨに依拠する。帯域幅は溶媒、ｐＨ及び濃度に依拠するが、これは、染料が、濃度が高
くなるほど凝集する傾向があり、ピークが広くなるからである。目標帯域は、したがって
、ポルフィリン、ｐＨ及び溶媒、並びに濃度の選択により得ることができる。
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【０１２２】
　図１１（ｉ）～１１（ｖｉｉｉ）は、以下のポルフィリン類の吸収スペクトルをそれぞ
れ示す。（ｉ）約４４５ｎｍにおいて１８ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸
収ピークを有する、クロロホルムとＨＣｌに溶解した二プロトン化－テトラフェニルポル
フィリン、（ｉｉ）１４ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の４１０ｎｍの吸収ピ
ークを有する、トルエンに溶解したマグネシウムオクタエチルポルフィリン、（ｉｉｉ）
４２７ｎｍにおいて１０ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを有する
、トルエンに溶解したマグネシウムテトラメシチルポルフィリン、（ｉｖ）４１９ｎｍに
おいて１２ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを有する、トルエンに
溶解したテトラキス（２，６－ジクロロフェニル）ポルフィリン、（ｖ）４２０ｎｍにお
いて３０ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを有する、トルエンに溶
解したテトラキス（ｏ－アミノフェニル）ポルフィリン、（ｖｉ）４２７ｎｍにおいて１
ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）の吸収ピークを有する、トルエンに溶解したテ
トラメシチルポルフィリン、（ｖｉｉ）４２０ｎｍにおいて１２ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭ
として測定した）の吸収ピークを有する、トルエンに溶解した亜鉛テトラメシチルポルフ
ィリン、（ｖｉｉｉ）４２３ｎｍにおいて１４ｎｍの帯域幅（ＦＷＨＭとして測定した）
の吸収ピークを有する、トルエンに溶解した亜鉛テトラフェニルポルフィリン。各々の吸
収スペクトルからわかるように、これら物質は、１０～３０ｎｍのＦＷＨＭの狭帯域幅に
おける吸収を有するスペクトルを提供し、それによって、選択的吸収フィルタを提供する
。そのような物質の使用によって提供される向上した選択的には、より選択的な目標範囲
を阻止することができるため、望ましくない視覚の歪みのより良好な低減につながる。阻
止されるべき波長の目標帯域に応じて適切なポルフィリンを選択してもよい。
【０１２３】
　一部のポルフィリンは水溶性である特定例を有し、例えば、Ｍｇ（ＩＩ）メソ－テトラ
（４－スルホナトフェニル）ポルフィンテトラナトリウム塩は約４２８ｎｍの水吸収波長
（ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｉｎ　ｗａｔｅｒ）を有する。
【０１２４】
　ポルフィリン類は光デバイスの使用目的に応じて選択してもよい。例えば、以下のポル
フィリン類は約４６０ｎｍにおいて吸収ピークを提供する。マンガン（ＩＩＩ）５，１０
，１５，２０－テトラ（４－ピリジル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィン塩化物テトラキス
（メトクロリド）は４６２ｎｍにおいて吸収ピークを示す。５，１０，１５，２０－テト
ラキス（４－スルホナトフェニル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンマンガン（ＩＩＩ）塩
化物は４６６ｎｍにおいて吸収ピークを示す。２，３，７，８，１２，１３，１７，１８
－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンマンガン（ＩＩＩ）塩化物は４５９ｎｍに
おいて吸収ピークを示す。したがって、このような物質の使用は４６０ｎｍの波長の光の
透過を阻止するのに有用であってもよい。このような波長はＲＧＣに有害であることが緑
内障のインビトロモデルにおいて示されている。
【０１２５】
　亜鉛５，１０，１５，２０－テトラ（４－ピリジル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンテ
トラキス（メトクロリド）は、４３５ｎｍにおいてピール吸収を示す。したがって、この
ような物質の使用は４３５ｎｍの波長の光の透過を阻止するのに有用であってもよい。こ
のような波長はＲＰＥに有害であることがＡＭＤのインビトロモデルにおいて示されてい
る。
【０１２６】
　他のポルフィリン類による他の適用又は波長保護を想定してもよい。５，１０，１５，
２０－テトラキス（４－メトキシフェニル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンコバルト（Ｉ
Ｉ）は、４１７ｎｍにおいて第１のピーク吸収及び５３０ｎｍにおいて第２のピーク吸収
を示す。このようなポルフィリンは、これら吸収ピークの両領域の波長を遮断するための
デュアルバンド吸収フィルタとして使用しても、いずれかの吸収ピークの波長を遮断する
ために使用してもよい。同様に、５，１０，１５，２０－テトラキス（４－メトキシフェ
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ニル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンは、４２４ｎｍにおいて第１のピーク吸収及び６５
３ｎｍにおいて第２のピーク吸収を示す。
【０１２７】
　５，１０，１５，２０－テトラキス（４－メトキシフェニル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポル
フィン鉄（ＩＩＩ）塩化物は、４２１ｎｍにおいて吸収ピークを示す。亜鉛５，１０，１
５，２０－テトラ（４－ピリジル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンテトラキス（メトクロ
リド）は４２３ｎｍにおいて吸収ピークを示す。
【０１２８】
　５，１０，１５，２０－テトラキス（１－メチル－４－ピリジニオ）ポルフィリンテト
ラ（ｐ－トルエンスルホナート）は４２１ｎｍにおいて吸収ピークを示す。５，１０，１
５，２０－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィンは４２
１ｎｍにおいて吸収ピークを示す。４，４’，４”，４’’’－（ポルフィン－５，１０
，１５，２０－テトライル）テトラキス（安息香酸）は４１１ｎｍにおいて吸収ピークを
示す。
【０１２９】
　更なる実施形態においては、光デバイスの使用目的に応じ、ポルフィリンを含む他の染
料又は顔料を選択してもよい。例えば、メラトニン抑制を防止する場合、４６５ｎｍ～４
９５ｎｍの目標帯域の吸収ピークを有する１種又は複数種の染料又は顔料を選択してもよ
い。この帯域の波長を有する光はメラトニンの生成を抑制する。メラトニン（Ｎ－アセチ
ル－５－メトキシトリプタミン）は松果体腺の主要ホルモンであり、多くの生物学的機能
、特に、明間及び暗間によって制御される生理学的機能のタイミングを制御する。したが
って、この目標帯域の光の透過を阻止するように構成された選択的フィルタリング手段を
有する光デバイスを使用して、特に夜間のメラトニン抑制を防止してもよい。
【０１３０】
　４－（ジシアノメチレン）２－メチル－６－（４－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－
ピランは４６８ｎｍにおいて吸収ピークを示す。２－［４－（ジメチルアミノ）スチリル
］－１－メチルピリジニウムヨージドは、４６６ｎｍにおいて吸収ピークを示す。
【０１３１】
　３，３’－ジエチルオキサカルボシアニンヨージドは４８３ｎｍにおいて吸収ピークを
示す。
【０１３２】
　例えば、赤－緑軸のコントラストを補償及び復元する場合、５５０ｎｍ～６６０ｎｍの
目標帯域の吸収ピークを有するポルフィリンを含む１種又は複数種の顔料又は染料を、例
えば、この目標帯域の光の透過を阻止するために選択してもよい。
【０１３３】
　例えば、片頭痛の治療又は予防の場合、例えば、５９０ｎｍ～６５０ｎｍ、及び好まし
くは、６１５～６２５ｎｍの目標帯域の吸収ピークを有するポルフィリンを含む１種又は
複数種の顔料又は染料を、この目標帯域の光の透過を阻止するために選択してもよい。
【０１３４】
　例えば、てんかんの治療又はてんかん性発作の予防の場合、選択的干渉フィルタ１２０
は５６０～６００ｎｍの目標帯域の光の波長の透過を阻止するように構成してもよい。
【０１３５】
　第４の実施形態の吸収フィルタは、使用者の眼５０の方に向かってベース光学基板を通
過する、１１２光学レンズ１００の表表面に入射する波長の２つの目標帯域の光の入射光
が透過することを阻止する一方で、２つの選択した波長帯域の外側の波長の入射光の透過
に対する最小の影響を有するデュアルバンドフィルタとして構成してもよい。図１２に示
されるように、例えば、例に示されるように４３５ｎｍの近辺を中心とする第１の波長の
帯域内の低いレベルの透過を示し、且つ例えば、約４６０ｎｍ近辺を中心とするより高い
帯域において第２の低いレベルの透過を示す一方で、２つの目標帯域間の波長の光の透過
を高いレベルの透過率において可能にするデュアルバンドフィルタを設けてもよい。
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【０１３６】
　したがって、上記の物質の吸収帯域幅はそのようなデュアルバンドフィルタを設けるこ
とを可能にするほど十分に狭い。それらは、異なる吸収ピークを呈する２つの異なる物質
を使用することによって、又は２つ以上の異なる吸収ピークを有する１つの物質によって
提供してもよい。更に、前実施形態のいずれの選択的干渉フィルタを実施形態のいずれか
の吸収フィルタと組み合わせてデュアルバンドフィルタを提供してもよい。共にマージさ
れた２つの帯域ではなく２つの個々の狭帯域を有する利点は、色覚の歪み及び暗所視の混
乱を最小にすることができるとことである。
【０１３７】
　図５を参照して本発明の第５の実施形態による光デバイスを記載する。図５は、第１の
実施形態のベース光学基板と類似する第１の表面５１１及び第２の表面５１２を有するベ
ース光学基板５１０を含む光学レンズ５００の概略図である。光学レンズ５００は、ベー
ス光学基板５１０の表表面５１２に設けられた選択的干渉フィルタ５２２と、ベース光学
基板の裏表面５１１の吸収フィルタ５２０と、を更に含む。別の実施形態においては、吸
収フィルタ５２０をベース光学基板５１０の体積内に含めてもよく、例えば、ベース光学
基板５１０自体の内部に組み込んでもよい。選択的干渉フィルタ５２１は第１の実施形態
の選択的干渉フィルタ１２０と同じ手法で動作し、吸収フィルタ５２０は第２の実施形態
の吸収フィルタと類似の手法で動作する。選択的干渉フィルタ５２２及び吸収フィルタ５
２０の両方が同じ目標波長帯域内の光の透過を阻止するように構成してもよい。この実施
形態によって提供される利点は、選択的干渉フィルタ５２２を光学基板に追加し、目標波
長の除去因子の全体的な増加を得ることを可能にすることによって、目標波長帯域の保護
の強化を提供してもよいことである。この保護の強化は、使用者のニーズ、すなわち、使
用者が、例えば、ＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性、ベスト病、緑内障、糖尿病性
網膜症又はレーベル視神経症などの疾患に罹患しているか否か、又は使用者がどの程度そ
の病気に罹患しているかによって適合させてもよい。例えば、第１のフィルタは通常の予
防的使用のための保護のレベルを提供してもよい一方で、第２のフィルタの追加は、その
保護のレベルを、病気に罹患している患者のための治療レベルに増加してもよい。
【０１３８】
　別の実施形態においては、光学基板に２つの吸収フィルタを設けてもよい。吸収フィル
タの少なくとも１つを光学基板の表面に追加し、光学基板の他の表面上に又は光学基板内
の層として設けられる吸収フィルタとして同じ目標波長帯域の保護の強化を提供してもよ
い。更なる実施形態においては、吸収フィルタの１つを、光学基板の他の表面上に又は光
学基板内の層として設けられる吸収フィルタとして光学基板の表面に追加し、異なる目標
波長帯域の保護を提供してもよい。例えば、緑内障、糖尿病性網膜症又はレーベル視神経
症に有害な光に対する目標帯域の保護を１つの吸収フィルタによって提供してもよく、Ａ
ＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病に有害な光に対する更なる目標帯域の
追加の保護を別の吸収フィルタによって提供してもよい。別法として、異なる目標帯域を
有するフィルタを使用して色平衡化効果の実現を可能にしてもよい。
【０１３９】
　干渉フィルタの角感度を最小化するために、及び／又は光学基板の特定領域における色
の歪み及び光強度の減衰を大幅に低減するために、本発明の実施形態による光デバイスの
光学基板の特定の干渉フィルタリングゾーン（すなわち、選択的干渉フィルタが設けられ
た光学基板のゾーン）を画定することができる。これは、選択的干渉フィルタが眼科用レ
ンズ、コンタクトレンズ又はＩＯＬなどの光学レンズに適用される場合特に重要である。
本発明の文脈においては、「眼科用レンズ」とは、矯正及び非矯正レンズ、並びにまた、
眼の前方に着用されることを意図したマスク及び他の視覚デバイスを意味する。眼科用レ
ンズは、特定の機能、例えば、太陽光反射、反射防止、汚れ防止、研磨防止等を提供する
ことができる。
【０１４０】
　本発明のいくつかの実施形態では、例えば、光学基板の中心から光学基板の周縁部まで
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の同心円ゾーンの形態の単焦点眼科用レンズの場合、光学基板に複数のフィルタリングゾ
ーンを設けてもよい。更に、除去率はゾーン毎に異なってもよい。
【０１４１】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照し、本発明の第６の実施形態による光デバイスについて記載す
る。図６Ａは、第１の表面６１１及び第２の表面６１２を有するベース光学基板６１０を
含む光学レンズ６００の概略図である。光学レンズの特定実施形態においては、第１の表
面６１１は、使用時、使用者の眼５０の近位に配置される凹状裏表面であり、第２の表面
６１２は、使用時、使用者の眼５０の遠位に配置される凸状表表面である。表表面６１２
は、数ｎのフィルタリングゾーン６１２－１…６１２－ｎ（この実施形態においてはｎ＝
４）を有する。各フィルタリングゾーンには各々選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０
－ｎが設けられている。各選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎは、光学レンズの
表表面６１２の、各々のゾーン６１２－１…６１２－ｎ内に入射する目標波長帯域の光が
ベース光学基板６１０を通過して使用者の眼５０の方に向かって透過することを選択的に
阻止する一方で、目標波長帯域の外側の波長の入射光の透過にほとんど又は全く影響しな
い帯域消去フィルタとして動作する。入射光が角度のコーンによって画定される、各々の
選択した角度範囲内の各々のフィルタリングゾーン６１２＿１－６１２＿ｎに入射する場
合、各選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎは、選択した目標波長の透過を阻止す
るように構成されている。更に、各選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎは、各々
の除去率において目標波長帯域の透過を阻止するように構成されている。光デバイスは、
選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎ上に配置され、機械的及び環境的保護を提供
する保護フィルム（不図示）を更に含んでもよい。保護フィルムには、また、可視スペク
トル全体又は可視スペクトルの選択した帯域内の入射光の反射を防止するための反射防止
コーティングが設けられてもよい。単焦点眼科用レンズに特に適応させたこの実施形態に
おいては、円の形態の中心フィルタリングゾーン６１２＿１が設けられる一方で、図６Ｂ
に示されるように、中心ゾーン６１２＿１を取り囲む周囲フィルタリングゾーン６１２＿
２～６１２＿４が同心環状輪として設けられる。
【０１４２】
　図６Ｂの例では、選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎのそれぞれは、各々の選
択入射角範囲が、選択的干渉フィルタ６２０－１…６２０－ｎの干渉格子の干渉縞に対し
て実質的に垂直な入射角を中心とするように構成されている。各々の周囲選択的干渉フィ
ルタ６２０－２…６２０－ｎの干渉縞は、中心ゾーン６１２＿１に対する各々の周辺ゾー
ン６１２＿２、６１２＿３、６１２＿４の位置に基づき中心選択的干渉フィルタ６２０＿
１の干渉格子の干渉縞に対して傾斜する。すなわち、選択的干渉フィルタ６２０＿１～６
２０＿４の干渉縞の傾斜角は、図６Ｂに示されるように、光学基板の中心ゾーンから周辺
部ゾーンに向かって増加する。これは、各選択的干渉フィルタ６１２＿１～６１２＿４を
、異なる入射角の範囲の目標波長帯域において動作するように構成してもよいことを意味
する。
【０１４３】
　中心フィルタリングゾーン６１２＿１のために提供される選択的干渉フィルタ６２０＿
１は、他の選択的干渉フィルタ６２０＿２～６２０＿４の除去率に対してより高い除去率
を有するように構成してもよい。他の選択的干渉フィルタ６２０＿２～６２０＿４の除去
率は、図６Ｃに示されるように、除去率が中心ゾーンから周辺部ゾーンまで減少するよう
に構成されうる。光学基板の中心から周縁部までのフィルタリング勾配（ｆｉｌｔｅｒｉ
ｎｇ　ｇｒａｄｉｅｎｔ）が、したがって、提供されうる。
【０１４４】
　上述のように複数のフィルタリングゾーンを有する光学基板を設計すると図６Ｃに示さ
れるように帯域消去フィルタの角感度が最小になる。
【０１４５】
　光学基板の各フィルタリングゾーンは、少なくとも１つの視線と、関連する入射角のコ
ーンとに優先的に関連付けられる。特に、レンズの空間的中心ゾーンは中心視（使用者が
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無限にまっすぐ（ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｓｔｒａｉｇｈｔ　ａｈｅａｄ）を見ているときの
視線）において使用者の主要注視方向に全般的に対応する。そのような構成においては、
図７Ａに示されるように、網膜の中心部分に達する入射光の入射角は０°に近い。眼がＣ
ＲＯを中心に回転すると、視線は主要注視方向から離れ、図７Ｂ又は図７Ｃに例証的な目
的で示されるように入射角は増加する。
【０１４６】
　したがって、光学レンズの複数のフィルタリングゾーンをそれに応じて構成してもよい
。各フィルタリングゾーンは光学基板の表表面（使用者の遠位表面）上の入射光の各々の
入射角のコーンに関連付けられ、更には、使用者の１つ又は複数の視線に関連付けられる
。図６Ｂに示される例の各フィルタリングゾーンにおいては、干渉フリンジの傾斜角は主
要入射角が干渉格子に対する法線角度を含むように計算される。この例の各フィルタリン
グゾーンにおいては、除去される目標波長帯域は同じままである。光学基板上の各々のフ
ィルタリングゾーンの偏心率と共に各フィルタリングゾーンの除去率を低下させることも
色の歪みの減衰に寄与する。
【０１４７】
　図６Ａ及び図６Ｂに示される特定の例では、光学レンズの表面に４つのゾーンが設けら
れているが、本発明の範囲から逸脱することなく、表面に任意の個数のゾーンが設けられ
てもよいことは理解されよう。
【０１４８】
　例えば、実施形態は様々な種類のレンズ、例えば、多焦点レンズに適用されうる。多焦
点レンズは配置及び制御されうる異なる屈折力を有する少なくとも２つの光学ゾーン、す
なわち、遠距離の物体を見るための遠見視力部及び近距離の物体を見るための近見視力部
を有する。累進多焦点レンズでは、近用部と遠用部は、眼が１つのゾーンから他方のゾー
ンに移動するときに眼が追従する経路に相当する累進帯によって連結され、眼が遠見視力
から近見視力に緩やかに移行することを可能にし、それによって、着用者の視覚快適性を
提供する。近見視力部及び遠見視力部はそれぞれ基準点と関連付けることができる。遠見
視力基準点は、主視線の、レンズとの交点を全般的に画定する一方で、近見視力基準点は
、レンズの屈折力が近方視に必要な屈折力に一致する累進の主子午線の点を全般的に画定
する。したがって、図８に示される本発明の特定実施形態においては、第１のフィルタリ
ングゾーン７２２＿１、すなわち、選択的フィルタが設けられている光学基板の第１のゾ
ーンを眼科用レンズの遠見視力部と関連付けてもよく、第２のフィルタリングゾーン７２
２＿２を近見視力部と関連付けてもよい。第１のフィルタリングゾーンは、好ましくは、
円形又は楕円形であり、遠見視力基準点ＦＶの周囲のゾーンを実質的にカバーする。第２
のフィルタリングゾーン７２２＿２は、好ましくは、円形又は楕円形であり、近見視力基
準点ＮＶの周囲のゾーンをカバーする。加えて、累進帯に合致する更なるゾーン７２２＿
３に、本発明の実施形態のいずれかによる選択的フィルタを設けてもよい。
【０１４９】
　累進矯正用（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｖｅ）眼科用レンズの場合、
遠見視力基準点をカバーする中心ゾーンの直径又は最大寸法は、好ましくは、５～３５ｍ
ｍ、特に、１０～２５ｍｍ、更により好ましくは、約２０ｍｍを含む。
【０１５０】
　近見視力基準点をカバーする第２のフィルタリングゾーンは遠見視力基準点に対応する
ものよりも全般的に小さい。近見視力基準点をカバーする第２のフィルタリングゾーンの
直径又は最大寸法は、有利には、５～１５ｍｍ、好ましくは、７～１３ｍｍを含み、特に
、約１０ｍｍである。これら２つのゾーンを連結する帯の幅は、有利には、３～７ｍｍ、
好ましくは、４～６ｍｍを含み、特に、約５ｍｍである。本発明の特定実施形態において
は、第１のゾーンと第２のゾーンとを連結する帯は、任意選択で、第１のフィルタリング
ゾーン又は第２のフィルタリングゾーンのいずれか又は両方の選択的フィルタと同じ目標
帯域の透過の阻止を示す選択的フィルタを有しうる。
【０１５１】
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　本発明の更なる実施形態においては、コンタクトレンズに１つ又は複数のフィルタリン
グゾーンを設けてもよい。コンタクトレンズを含む光学基板には、本発明の実施形態によ
る１つ又は複数の干渉選択的フィルタが設けられている。レンズの幾何学的中心に位置す
る光学基板の中心円形ゾーン（ｃｅｎｔｒａｌ　ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｚｏｎｅ）は、１つ
又は２つの同心環において囲まれた、０．３～１ｍｍの直径を有する中心円形領域を含む
。約０．１ｍｍ～１．２５ｍｍの幅を有する各ゾーンには上述のように各々のフィルタリ
ング手段を設けてもよい。
【０１５２】
　光学レンズの１つ又は複数の選択的フィルタの構成を特定の使用者又は本発明の特定実
施形態による利用に基づき決定するための方法をここで記載する。
【０１５３】
　最初のステップにおいて、第１セットのパラメータは、使用者の少なくとも１つの視線
、使用者の眼（角膜頂点又は回転中心（ＣＲＯ）などの眼の基準点から）と、使用者の近
位に位置する裏表面上などの、光学レンズの光学基板上の画定点（ｄｅｆｉｎｅｄ　ｐｏ
ｉｎｔ）との間の距離を画定する。網膜又は網膜の一部が保護されるべき利用の場合、使
用者の眼の窩を中心とした網膜部位のサイズ及び／又は使用者の瞳孔サイズも考慮される
。例えば、図９Ａは、眼のＣＲＯから光学レンズ８００の裏表面上の画定点までの距離ｑ
’、瞳孔ＰとＣＲＯとの間の距離ｐ’、及び瞳孔のサイズを示すＰＳを含む、考慮に入れ
られうるパラメータのいくつかを示す。
【０１５４】
　図１Ｅに関して前に記載したように、光学レンズのパラメータは、（レンズ厚さ、中心
プリズムを含む）レンズの幾何学的形状、レンズの表表面及び裏表面を画定する表面方程
式、及び光学レンズの表表面に入射する光の入射角と光学レンズの裏表面の眼からの視線
との間の関係を考慮に入れることを可能にするための光学基板の屈折率ｎなども考慮に入
れてもよい。
【０１５５】
　眼科用レンズの場合、第１セットのパラメータは、メガネ着用パラメータ（ｓｐｅｃｔ
ａｃｌｅ　ｗｅａｒｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）を含んでもよい。そのような着用パ
ラメータは、眼とレンズの距離、二焦点傾斜（ｐａｎｔｏｓｃｏｐｉｃ　ｔｉｌｔ）及び
ラップ（ｗｒａｐ）を含む。
【０１５６】
　概して、眼科用レンズ距離は、光学基板の裏表面の画定点と、眼の回転中心（ＣＲＯ）
又は眼の角膜頂点との間の距離と定義してもよい。レンズの二焦点傾斜は、着用者が主要
注視眼位にあるときの、垂直線と、フレーム内に取り付けられたレンズの垂直縁部を通る
線との間の角度と定義される。ラップは、水平線と、フレーム内に取り付けられたレンズ
の水平縁部を通る線との間の角度と定義する。概して、二焦点角度（ｐａｎｔｏｓｃｏｐ
ｉｃ　ａｎｇｌｅ）は８°であってもよく、ラップ角度は７°であってもよく、角膜－レ
ンズ距離は１２ｍｍである。
【０１５７】
　第１セットのパラメータに基づき、各フィルタリングゾーンに対して入射角コーンが決
定される。各フィルタリングゾーンは、１つの入射角のみを考慮し、限られた平行化光源
をモデル化することにより設計する代わりに、これら全ての入射角を考慮し、（平行化光
源（ｃｏｌｌｉｍａｔｅｄ　ｌｉｇｈｔｉｎｇ　ｓｏｕｒｃｅ）をモデル化することによ
り）数値的に設計される。
【０１５８】
　入射角の説明的例示的結果を、Ｚｅｍａｘモデルを使用し、眼の特徴をモデル化して得
た。例えば、図９Ｃにおいては、眼科用レンズは０Ｄに等しい屈折力を有する単焦点レン
ズであり、ｎ＝１．５９１の屈折率を有する。二焦点角度は０°、ラップ角度は０°、角
膜－レンズ距離は１２ｍｍ（ｐ’＝１３ｍｍ、ｑ’＝２５ｍｍ）、瞳孔直径は６ｍｍであ
り、主視線は主要注視方向に一致する。すなわち、（α，β）＝（０°，０°）である。
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この場合、垂直面ＸＹにおける１０ｍｍ直径の窩を中心とする網膜ゾーンの保護を選択す
ることによって、この平面における入射角がｄα’１＝－１８°及びｄα’２＝＋１８°
により限定されることが決定される。これは、周辺入射角ｉ'１＝－１５．９°及びｉ'２
＝＋１５．９°に相当し、図９Ｃに示されるように、瞳孔の端を通る周辺光線を考慮する
ことにより、光学レンズの基準点（Ｙ＝０ｍｍ）を中心とする１６ｍｍ直径の円に相当す
る。
【０１５９】
　保護されるべき網膜のゾーンが４ｍｍである場合、垂直面における入射角はｄα’１＝
－７°及びｄα’２＝＋７°により限定される。これは、周辺入射角ｉ'１＝－６．１°
及びｉ'２＝＋６．１°に相当し、光学レンズの基準点（Ｙ＝０ｍｍ）を中心とする１０
．５ｍｍ直径の円に相当する。保護されるべき網膜のゾーンが４ｍｍであり、且つ主視線
が（α，β）＝（２０°，０°）である場合、着用者が自身の眼を２０°下に回転させて
も入射角はなおｄα’１＝－７°及びｄα’２＝＋７°により限定されるが、周辺入射角
ｉ'１＝＋９．７°及びｉ'２＝＋２１．５°に相当し、光学レンズ上のＹ＝－１５．５ｍ
ｍを起点とするＹ＝－４ｍｍまでのレンズ上のゾーンに相当することを意味する。前述の
ように、入射角は、レンズの幾何学的形状、特にその光学屈折率（球面度数、乱視度数、
乱視軸、加入度数）などの光学基板のいくつかのパラメータに依存する。使用者が眼の劣
化に罹患しているかどうか、又は眼の特定の劣化から保護されるべきであるかどうかなど
の使用者の生理学的パラメータも考慮に入れてよい。例えば、ＡＭＤ、スタルガルド病、
網膜色素変性、ベスト病、糖尿病性網膜症、レーベル視神経症又は緑内障に罹患している
使用者のための選択的フィルタは、保護されるべき網膜のゾーンのサイズを考慮に入れた
選択入射角範囲を有するように構成される。
【０１６０】
　方法の別のステップにおいては、透過が阻止されるべきである光の１つ又は複数の目標
波長帯域を決定するために、阻止されるべき波長範囲を特徴付ける第２セットのパラメー
タが提供される。
【０１６１】
　例えば、目的の用途が眼の網膜を光毒性の光から保護するためである場合、１つ又は複
数の選択的フィルタは、４３０ｎｍ～４６５ｎｍの範囲内の波長を中心とする、１０ｎｍ
～７０ｎｍ、好ましくは、１０ｎｍ～６０ｎｍの帯域幅範囲の波長の光デバイスの表表面
に入射する光の透過を阻止するように構成してもよい。
【０１６２】
　使用者が緑内障、糖尿病性網膜症又はレーベル視神経症などの疾患に罹患している場合
、１つ又は複数の選択的フィルタは、保護の強化を提供するために、及びこれら特定の疾
患の進行を遅らせるために、約４６０ｎｍの波長を中心とする、１０～７０ｎｍ、好まし
くは１５～２５ｎｍの帯域幅を有する目標帯域の入射光の透過を阻止するように構成して
もよい。
【０１６３】
　使用者がＡＭＤ、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病などの疾患に罹患してい
る場合、１つ又は複数の選択的フィルタは、保護の強化を提供するために及びこの特定の
疾患の進行を遅らせるために、約４３５ｎｍの波長を中心とする、１０～７０ｎｍ、好ま
しくは、１５～２５ｎｍの帯域幅を有する目標帯域の入射光の透過を阻止するように構成
してもよい。
【０１６４】
　例えば、使用者が不眠症、時差ぼけ、ＤＳＰＳ、ＡＳＰＳ、又は交代勤務等による生物
リズムの変化などの睡眠関連障害に罹患している場合、１つ又は複数の選択的フィルタは
、例えば、メラトニン抑制を防止するために、４８０ｎｍの波長を中心とする、４６５ｎ
ｍ～４９５ｎｍの目標帯域の光の波長の透過を阻止するように構成してもよい。
【０１６５】
　色覚障害に罹患している使用者の赤－緑軸のコントラストを補償及び復元する場合、１
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の透過を阻止するように構成してもよい。
【０１６６】
　片頭痛の治療又は予防の場合、１つ又は複数の選択的フィルタは、５９０ｎｍ～６５０
ｎｍの目標帯域、例えば、及び好ましくは、６１５～６２５ｎｍの光の波長の透過を阻止
するように構成してもよい。
【０１６７】
　例えば、てんかんの治療又はてんかん性発作の予防の場合、１つ又は複数の選択的フィ
ルタは、５６０～６００ｎｍの目標帯域の光の波長の透過を阻止するように構成してもよ
い。
【０１６８】
　選択的フィルタは、目標波長帯域の阻止をオン若しくはオフに切り替えることができる
ように、又は除去因子を時刻若しくは光への曝露によって変更することができるように切
り替え可能となるよう構成してもよい。
【０１６９】
　目標波長帯域によっては、上述のような選択的干渉フィルタをそれに応じて構成しても
、上に記載した吸収材料の適切な選択を行ってもよい。
【０１７０】
　目標波長帯域における選択的フィルタの除去率は想定される用途及び／又は必要な保護
のレベルに従って構成してもよい。
【０１７１】
　例えば、眼の疾患に罹患していない使用者の通常の予防的利用には、例えば、３０％～
５０％の範囲内の、目標波長帯域の比較的低い除去率を構成してもよい。緑内障、糖尿病
性網膜症又はレーベル視神経症などの眼の疾患に罹患している使用者の場合、除去のレベ
ルを、例えば、８０％～１００％の範囲内のレベルに増加してもよい。
【０１７２】
　除去率は、選択的フィルタの吸収層又は干渉層の数を増加することによって、又は更な
る選択的フィルタを、例えば、光学基板の片面又は両面に追加することによって調整して
もよい。例えば、通常の予防的使用による標準除去率は、未完成のレンズの形態の光学基
板一式において提供することができ、その後、強化された除去のレベルが必要な場合は、
構成段階時に、未完成のレンズから、追加の選択的フィルタ（吸収又は干渉）を光学レン
ズの製造中に光学基板の表面に追加することができる。
【０１７３】
　更に、目標波長帯域の外側の入射光の透過率は、必要とされる用途に従って、例えば、
日光からの保護が必要か否かにより構成することができる。日光からの保護の場合、例え
ば、ＮＦ　ＥＮ　１８３６＋Ａ１＿２００７Ｅ又はＩＳＯ＿ＤＩＳ　１２３１２－１Ｅな
どの国際規格によって定められたクラス０～３などの、必要とされる日光からの保護のレ
ベルによって、３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全可視スペクトル全体における透過率は８％～
１００％の範囲内とされうる。少なくとも５％の光毒性の目標波長帯域内の波長において
、追加のフィルタリング（干渉及び／又は吸収）が構成される。表１は、ＩＳＯ＿ＤＩＳ
　１２３１２－１Ｅに記載された種々のフィルタ分類による、日光からの保護において使
用されるサングレアフィルタのフィルタ特性についての概要を示す。
【０１７４】
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【表１】

【０１７５】
　例えば、第１の選択波長範囲の光毒性の光に対する通常の予防的使用のための特定構成
の例は以下の通りである。選択的フィルタ（干渉及び／又は吸収）は、２０ｎｍ～６０ｎ
ｍの帯域幅を有する４３５ｎｍ、４６０ｎｍ又は４４５ｎｍを中心とする目標帯域の光を
３０％～５０％の範囲内の除去率によって阻止するように構成してもよい。
【０１７６】
　治療的使用においては、選択的フィルタ（干渉及び／又は吸収）は、４３５ｎｍ、４６
０ｎｍ又は４４５ｎｍを中心とする、２０ｎｍ～６０ｎｍの帯域幅を有する目標帯域の光
を８０％～１００％の範囲内の除去率によって阻止するように構成してもよい。
【０１７７】
　日光及び予防的使用においては、光デバイスは、全可視スペクトル全体における可視光
線の透過率を８％～６０％、すなわち、９２％～４０％の阻止率において可能にするよう
に構成してもよい。全可視スペクトル全体における可視光線の阻止率に加え、選択的フィ
ルタ（干渉及び／又は吸収）は、４３５ｎｍ、４６０ｎｍ又は４４５ｎｍを中心とする、
２５ｎｍ～６０ｎｍ、好ましくは、２５ｎｍ～３５ｎｍの帯域幅を有する目標帯域の光を
少なくとも５％の追加阻止率において阻止するように構成してもよい。
【０１７８】
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　本発明の実施形態のいずれかによる光学レンズを製造するためのレンズ製造システムは
、光学器製作者などのレンズオーダー側のコンピュータ端末を含む、又はレンズオーダー
用インターネットサイトに連結されるレンズオーダーシステムと、データ通信リンクによ
って連結された２つの端末を有するレンズ製造側の第２の端末とを含んでもよい。処方値
及びレンズの設計及び製造に必要な他の情報などの光学レンズのオーダーに関連する情報
、特に、上述のような選択的フィルタリング手段の構成に関する情報がレンズオーダー側
からレンズ製造側に送信されうる。例えば、阻止されるべき光のタイプ及び必要な保護の
程度等。
【０１７９】
　光学レンズの製造には、完成した曲面及び未完成の表面を有する未完成のレンズを用意
するステップを含んでもよい。完成した曲面は凹状（眼科用レンズの場合は裏表面）であ
っても凸状（眼科用レンズの場合は表表面）であってもよい。通常、未完成の表面は凹状
裏表面である。未完成のレンズには、未完成のレンズの光学基板内又は未完成のレンズの
完成表面上のいずれかに１つの選択的フィルタが元から設けられていてもよい。必要であ
れば、上述のように、保護を強化するために、又は別の機能を提供するために、更なる選
択的フィルタを構成し、未完成又は完成表面に追加してもよい。好適な実施形態において
は、未完成の表面は、選択的干渉フィルタを光学レンズに追加する前に表面仕上げされる
。他の場合においては、未完成のレンズには予め選択的フィルタを設けなくてもよく、製
造プロセスに、選択的フィルタを構成し、完成したレンズを提供するための表面仕上げの
前に、構成された選択的フィルタを未完成の基板内又は上に組み込むステップを更に含ん
でもよい。製造プロセスは、また、使用者の矯正要求に従い未完成の表面に処方薬を追加
するステップを含んでもよい。レンズの製造プロセスについては、例えば、米国特許第６
０１９４７０号明細書又は米国特許第８００２４０５号明細書に記載されている。
【０１８０】
　光学器（ｏｐｔｉｃａｌ）の表面上に選択的フィルタが設けられた１つ又は複数のフィ
ルタリングゾーンの位置の決定は、プリズム屈折力の調節を容易にするためのプリズム基
準点（ＢＰ）、レンズを眼の前方に位置決めするための、及びレンズをメガネフレームに
矯正挿入（ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ）するためのセンタリング用十字
（ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｃｒｏｓｓｅｓ）（＋）、遠用部測定基準点（ＢＦ）、及び近用
部測定基準点（ＢＮ）を含む、レンズの表面上に微細輪郭加工として提供された標準的な
製造用マーキング（ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｍａｒｋｉｎｇｓ）を基準に決定して
もよい。
【０１８１】
　完成表面が眼科用レンズの凸状表表面である場合、完成表面は、球形の、回転的に対称
な球形の表面であっても、累進表面であっても、トーリック表面であっても、非トーリッ
ク表面であっても、複合表面であってもよい。
【０１８２】
　いくつかの特定実施形態は眼科用レンズの文脈で上に記載されているが、本発明の範囲
から逸脱することなく、本発明を、窓、自動車用及び航空機用ウインドシールド、フィル
ム、眼用器械、コンピュータモニタ、テレビスクリーン、マルチメディアディスプレイス
クリーン、照明看板、光投射器、及び光源、他の眼科用デバイス等として使用される他の
光学基板に適用してもよいことは理解されよう。眼科用デバイスは、メガネ、サングラス
、ゴーグル、コンタクトレンズ、ＩＯＬの及び眼科用レンズを含んでもよい。
【０１８３】
　使用者が患っている視覚関連の不快を防止するために記載した本発明の実施形態のいず
れかを使用してもよい。第１の選択波長範囲の光毒性の光の、使用者の眼への透過を阻止
するために、本発明の実施形態のいずれかによる光学基板を、窓、自動車用及び航空機用
ウインドシールド、フィルム、眼用器械、コンピュータモニタ、テレビスクリーン、マル
チメディアディスプレイスクリーン、照明看板、光投射器及び光源、他の眼科用デバイス
等に使用してもよい。
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【０１８４】
　本発明の実施形態による光学基板を含む光デバイスを、特に、使用者の視覚関連の不快
の防止において、又は疾患の進行を遅らせるための保護を提供するための治療において使
用してもよい。
【０１８５】
　本発明の特定実施形態は、使用者の眼の少なくとも一部の、第１の選択波長範囲内の光
毒性の光からの保護において使用してもよい。例えば、光デバイスは、特に、緑内障、糖
尿病性網膜症、レーバー遺伝性視神経症、加齢黄斑変性（ＡＭＤ）、スタルガルド病、網
膜色素変性又はベスト病などの酸化ストレス型の変性メカニズムに起因する眼の劣化に罹
患している使用者の眼の少なくとも一部の、光毒性の光からの保護において使用してもよ
い。例えば、本発明の任意の実施形態による光デバイスは、緑内障、糖尿病性網膜症又は
レーバー遺伝性視神経症に罹患している使用者の眼の少なくとも一部の、光毒性の光から
の保護において使用してもよい。第１の選択波長範囲は実質的に４６０ｎｍの波長を中心
とする。
【０１８６】
　本発明の実施形態による光デバイスを、単独で又は前の例と組み合わせて、加齢黄斑変
性（ＡＭＤ）、スタルガルド病、網膜色素変性又はベスト病に罹患している使用者の眼の
少なくとも一部の、光毒性の光からの保護において使用してもよい。第１の選択波長範囲
は実質的に４３５ｎｍの波長を中心とする。
【０１８７】
　したがって、保護の強化を提供することによって疾患の進行を遅らせることができる。
【０１８８】
　いくつかの実施形態では、本発明の実施形態による光デバイスは、時間生物学的光に富
む照明又はスクリーンに起因する睡眠障害及び概日リズムの混乱の回避において使用して
もよい。
【０１８９】
　他の実施形態においては、第１の選択波長範囲が４６５～４９５ｎｍである場合、本発
明の実施形態による光デバイスは、光誘発性メラトニン抑制の防止において使用してもよ
い。この手法において、暗闇療法（ｄａｒｋ　ｔｈｅｒａｐｙ）としばしば称される、睡
眠前における特定波長の光への曝露の低減を含む治療を、不眠症、睡眠遮断、時差ぼけ、
夜間勤務に起因する睡眠への好ましくない影響、又は他の睡眠関連の影響を患う患者に対
して提供してもよい。ＤＳＰＳ又はＡＳＰＳ（睡眠相後退症候群又は睡眠相前進症候群）
、又は他の睡眠関連障害の場合において概日リズムをリセットするために、この手法で構
成された光デバイスを使用する夜間療法（ｎｉｇｈｔ　ｔｈｅｒａｐｙ）を光療法と組み
合わせて使用してもよい。
【０１９０】
　更なる実施形態においては、第１の選択波長範囲が実質的に５８０ｎｍの波長、例えば
、５６０～６００ｎｍの目標波長帯域を中心とする場合、本発明の実施形態による光デバ
イスをてんかんの治療又はてんかん性発作の予防において使用してもよい。
【０１９１】
　また更なる実施形態においては、第１の選択波長範囲が実質的に５７５ｎｍの波長、例
えば、５５０～６００ｎｍの目標波長帯域を中心とする場合、本発明の実施形態による光
デバイスを赤－緑軸のコントラストを補償及び復元するために使用してもよい。
【０１９２】
　また更なる実施形態においては、第１の選択波長範囲が５９０～６５０ｎｍ、好ましく
は６１５～６２５ｎｍの目標波長帯域である場合、本発明の実施形態による光デバイスを
片頭痛の治療又は予防において使用してもよい。
【０１９３】
　疾患の進行を遅らせるために、使用者に、眼科用レンズ、コンタクトレンズ、ＩＯＬ、
ゴーグル（例えば、暗視ゴーグル）、コンピュータスクリーン又は窓用の保護用フィルタ
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【０１９４】
　本明細書においては特定実施形態を参照して本発明を上述したが、本発明は特定実施形
態に限定されるものではなく、本発明の範囲内にある変更については当業者には明らかで
あろう。
【０１９５】
　例えば、本発明は記載した目標波長帯域に限定されず、種々の用途に対する更なる例を
想定してもよい。
【０１９６】
　当業者には、単に例として提供され、本発明の範囲を限定することを意図するものでは
なく、添付の特許請求の範囲によってのみ決定される前述の例証的な実施形態を参照する
と更なる改良及び変形が理解されよう。特に、様々な実施形態の様々な特徴を適宜交換し
てもよい。
【０１９７】
　特許請求の範囲において、「を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という語は他の要素又
はステップを排除するものではなく、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を排除するもの
ではない。相互に異なる従属請求項において異なる特徴が列挙されるという単なる事実は
これら特徴の組み合わせを有利に使用しえないことを示すものではない。特許請求の範囲
内のいずれの参照符号も本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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